
明
初
の
燕
王
府
を
め
ぐ
る
諸
問
題

新

宮

皐

は

め

に

一
燕
王
府
宮
城
の
所
在
地
に
つ
い
て

-

『

太
租
貫
録
』
の
関
係
記
事
の
再
検
討

2

高
麗
使
節
の
燕
王
肝
記
事

ニ
燕
王
府
設
置
を
め
ぐ
っ
て

-
皇
子
朱
様
の
北
卒
配
置

2

燕
王
府
の
建
設
過
程

結
び
に
か
え
て
|
|
靖
難
の
役
前
夜
の
燕
王
府

じ
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~i 

じ

め

即
位
に
あ
た
り
糟
糠

の
妻
馬
氏
を
皇
后
に
、
十
四
歳
と
な
っ
た
世
子
標
を
皇
太
子
に
加
立
し
た
。
翌
年
四
月
に
は
、
創
設
し
た
ば
か
り
の
明
王
朝
の
行
く
末
を
揺
る

ぎ
な
い
も
の
と
す
べ
く
、
諸
王
封
建
の
制
の
採
用
を
決
定
し
『
租
訓
録
』
の
編
纂
に
取
り
か
か
っ
た
。

一
年
後
の
三
年
四
月
、
第
二
子
棟
以
下

お
い
ま
C

(

1

)

九
名
と
従
孫
の
守
謙
を
諸
王
に
加
封
し
た
。

一
介
の
農
民
の
家
か
ら
身
を
起
こ
し
て
皇
帝
の
地
位
ま
で
登
り
つ

め
た
朱
元
嘩
は
、

洪
武
元
年
(
一
三
六
八
〉

正
月
、

69 

加
封
さ
れ
た
十
名
の
諸
王
の
王
府
は
、

西
安

・
太
原
・
北
卒
な
ど
西
北
地
方
を
は
じ
め
と
す
る
行
省
レ
ヴ
ナ
ル
の
中
心
地
に
置
か
れ
た
。
南
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京

・
鳳
陽
を
中
一
該
と
す
る
直
毅
地
域
を
包
み
込
む
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
王
府
に
は
、
王
朝
を
守
る
「
藩
界
」
と
し
て
軍
事
的
に
重
要

(

2

)

 

な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
第
四
子
の
朱
様
は
こ
の
時
十
歳
で
あ
っ
た
が
、
「
燕
王
」
に
封
じ
ら
れ
た
。
燕
王
と
い
う

王
傍
を
輿
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
近
い
将
来
、
古
く
は
周
代
の
燕
園
繭
城
が
置
か
れ
て
い
た
北
卒
に
王
府
を
興
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
地
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
元
朝
で
は
都
の
「
大
都
」
が
置
か
れ
て
い
た
。
明
朝
成
立
後
の
洪
武
元
年
、
大
将
軍
徐
達
ら
の
北

伐
軍
が
迫
る
と
、
順
一
帝
以
下
の
元
朝
皇
室
は
早
々
と
大
都
を
放
棄
し
北
の
モ

ン
ゴ
リ
ア
に
逃
れ
た
た
め
、
八
月
に
北
卒
府
と
改
め
ら
れ
た
。

諸
王
加
封
か
ら
数
か
月
後
の
三
年
七
月
に
は
、
王
府
建
設
の
詔
が
出
さ
れ
た
。
各
王
府
の
宮
城
建
設
致
定
地
も
決
ま
り
、
翌
年
十
月
か
ら
そ

の
建
設
が
始
ま
っ
た
。
加
封
か
ら
十
年
後
の
十
三
年
三
月
、
満
二
十
歳
を
迎
え
た
燕
王
は
、
い
よ
レ
よ
北
卒
に
建
設
さ
れ
た
燕
王
府
に
赴
き
就

藩
し
た
。

こ
の
燕
王
の
宮
肢
は
、
太
租
朱
元
理
が
そ
の
子
孫
に
残
し
た
朱
明
王
朝
の
「
家
法
」
と
し
て
の
『
組
訓
録
』
営
繕
の
僚
に
、

(

3

)

 

宮
室
は
、
並
び
に
己
定
の
格
式
に
依
り
て
起
蓋
し
、
分
を
犯
す
を
許
さ
ず
。
燕
は
元
の
奮
有
に
因
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
既
定
の

「
九
そ
諸
王
の
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格
式
に
準
援
し
た
他
の
王
府
と
は
異
な
り
、
例
外
的
に
元
朝
の
大
都
以
来
の
宮
室
を
踏
襲
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、

そ
の
宮
室
の
所
在

地
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
年
中
園
で
論
争
が
積
い
て
い
る
。は

く
し

(

4

)

一
九
七
九
年
の
王
瑛
子
論
文
「
燕
王
府
興
紫
禁
城
」
、

お
よ
び
一
九
八
二
年
の
王
創
英
論
文
「
燕
王
府
印

論
争
の
出
設
貼
と
な
っ
た
の
は
、

(
5
)
 

元
故
宮
奮
内
考
」
で
あ
る
。
雨
研
究
を
要
約
す
れ
ば
、
衣
の
五
黙
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
『
太
組
寅
録
』
や
『
皇
明
租
訓
』
な
ど
王

朝
側
の
早
期
の
史
料
で
は
、
燕
王
府
が
「
元
奮
内
殿
」
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
燕
王
府
は
太
液
池
西
側
の
隆
一
幅
宮
で
は
な
く
、
東

側
の
大
内
宮
城
に
置
か
れ
て
い
た
。

②
永
築
七
年
(
一
四

O
九
)
の
北
京
巡
幸
に
先
立
ち

南
京
と
同
様
に
奉
天

・

こ
の
燕
王
府
の
宮
肢
を
、

華
蓋

・
謹
身
の
三
股
、
乾
清

・
坤
寧
二
宮
の
名
稿
に
改
め
行
在
所
と
し
た
。
③
、氷
繁
十
四
年
に
は
こ
れ
を
撤
去
し
、
新
た
に
紫
禁
城
を
建
設
す

る
た
め
に
隆
一
隅
宮
祉
に
「
西
宮
」
を
建
て
、
紫
禁
城
が
完
成
す
る
ま
で
の

一
時
的
な
「
硯
朝
之
所
」
と
し
た
。
④
永
築
十
五
年
五
月
三
た
び
北

京
に
巡
幸
し
た
永
繁
一
帝
は
、
西
宮
の
奉
天
殿
で
朝
賀
を
う
け
る
と
、
北
京
の
管
建
に
正
式
に
着
手
し
て
十
九
年
正
月
新
た
に
完
成
し
た
紫
禁
城



に
移
っ
た
。
さ
ら
に
王
剣
英
は
、
⑤
驚
淘
『
故
宮
遺
銭
』
の
臭
節
序
を
も
と
に
従
来
言
わ
れ
て
き
た
明
初
に
お
け
る
元
の
故
宮
の
破
壊
は
誤
り

(

6

)

 

で
、
元
朝
滅
亡
後
も
、
そ
の
故
宮
は
紫
禁
城
の
建
設
が
木
格
的
に
始
ま
る
ま
で
の
五
十
年
間
ほ
ど
保
存
利
用
さ
れ
て
い
た
と
し
た
。

(

7

)

(

8

)

 

こ
れ
ま
で
、
朱
俣
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
燕
王
府
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
は
太
液
池
の
西
側
、
い
わ
ゆ
る
「
西
苑
」
の
地
と
理
解

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
封
し
、
雨
論
文
の
新
設
は
、
逆
に
東
側
の
大
明
殴
や
延
春
閣
が
建
て
ら
れ
て
レ
た
元
の
大
内
に
置
か
れ
、
永
柴
七
年
の

巡
幸
以
後
も
、
こ
こ
に
行
在
所
が
設
け
ら
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
事
賓
と
す
れ
ば
、
立
て
替
え
の
た
め
に
一
時
的
に
西
宮
に
滞
在

し
た
期
聞
を
除
レ
て
、
皇
子
朱
様
は
靖
難
の
役
を
-境
に
燕
王
か
ら
、
氷
繁
一帝
へ
と
そ
の
地
位
を
大
き
く
襲
与え
た
と
は
い
え
、

一
貫
し
て
太
液
池
東

側
に
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

(
9〉
(

叩

〉

(

U

)

そ
の
後
、
果
鴻
孝
や
萎
舜
源
、
李
隻
卒
ら
の
研
究
が
相
次
い
で
護
表
さ
れ
、
先
の
新
設
に
射
し
て
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
主
な
論

黙
は
、
禁
苑
を
指
す
「
内
殿
」
の
語
義
か
ら
大
内
と
限
定
す
る
こ
と
の
問
題
貼
、
躍
制
の
親
船
舶
か
ら
前
靭
の
大
内
が
そ
の
ま
ま
王
府
に
改
め
ら

れ
る
可
能
性
の
否
定
、

さ
ら
に
は
永
築
年
聞
の
北
京
巡
幸
期
に
お
け
る
行
在
所
の
位
置
か
ら
逆
に
燕
王
府
の
位
置
を
推
定
す
る
試
み
な
ど
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
論
争
は
未
だ
決
着
を
見
て
い
な
い
。
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こ
の
聞
の
燕
王
府
の
所
在
地
を
め
ぐ
る
論
争
が
筆
者
の
興
味
を
引
く
の
は
、
車
に
一
王
府
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
た
か
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の

問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
王
府
宮
城
の
位
置
が
永
築
年
聞
に
お
け
る
北
京
経
由
建
過
程
の
進
行
と
も
密
接
な
閥
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
黙
で
あ
る
。
た
だ
、
従
来
の
研
究
で
は
、
燕
王
府
の
宮
室
が
置
か
れ
た
宮
城
部
分
の
位
置
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
王
府
全
憧
の
構
造

は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
永
祭
以
後
の
北
京
営
建
過
程
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
争
に
よ
っ
て

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
論
貼
を
再
検
討
し
て
、
燕
王
府
宮
城
の
所
在
地
を
確
定
し
た
う
え
で
、
宮
城
と
周
垣
の
二
重
構
造
か
ら
な
る
燕
王
府
の

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
あ
わ
せ
て
燕
王
府
が
元
の
故
宮
内
に
設
け
ら
れ
た
背
景
を
推
察
し
、
燕
王
府
の
諸
王
府
中
に
占
め
る
地
位
を
考

察
し
た
い
。

71 
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燕
王
府
宮
城
の
所
在
地
に
つ
い
て

前
述
し
た
よ
う
に
通
設
の
燕
王
府
リ
西
苑
設
が
主
要
な
根
擦
と
し
て
い
た
の
は
、
以
下
に
掲
げ
る
孫
承
揮
の
『
春
明
夢
徐
録
』
を
始
め
と
す

る
明
末
清
初
一
期
に
書
か
れ
た
諸
史
料
で
あ
っ
た
。

北
京
に
巡
幸
す
、
因
り
て
宮
城
を
営
建
す
る
を
議
す
。

苑
、
朝
門
を
前
に
聞
く
。
元
人
は
併
を
重
ん
じ
、
朝
門
外
に
大
慈
思
寺
有
り
、
即
今
の
射
所
、
東
は
茨
廠
と
魚
す
、
中
に
爽
道
あ
り
、
故

明
太
宗
永
繁
十
四
年
、
車
駕

初
め

燕
邸
は
元
の
故
宮
に
因
る

即
今
の
西

に
皇
脂
西
南
一
角
濁
り
歓
く
。

(
同
室
回
答
六
、
宮
関
〉

孫
承
津
は
明

・
清
雨
朝
に
仕
え
た
が
、
明
代
北
京
の
掌
故
集
と
も
い
う
べ
き
『
春
明
夢
徐
録
』
を
清
一
初
順
治
(
一
六
四
四
!
六
一
)
年
聞
に
刊
行

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
燕
王
府
宮
城
の
所
在
地
を
西
苑
の
地
に
比
定
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
根
援
ま
で
は
提
示
し
て
い
な
い
。
『
春
明
夢

(
臼
)

絵
録
』
以
前
に
も
、
明
代
後
牛
に
な
る
と
こ
う
し
た
指
摘
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前
の
諸
史
料
で
燕
王
府
宮
城
の
所
在
に
つ
い

て
言
及
し
た
も
の
は
、
極
め
て
少
な
い
。
こ
れ
に
射
し
て
、
新
設
の
元
の
大
内
宮
城
設
は
、
明
初
に
成
立
し
た
史
料
の
中
で
唯
一
と
も
い
え
る
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『
太
租
貫
録
』
の
記
事
を
も
と
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
史
料
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

1 

『
太
粗
貫
録
』
の
関
係
記
事
の
再
検
討

燕
王
が
質
際
に
北
卒
に
就
藩
し
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
洪
武
十
三
年
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

二
年
十
一
月
甲
寅
の
僚
に
は
、
就
藩
に
先
立
つ
数
か
月
前
に
燕
王
府
が
完
成
し
、
そ
の
完
成
園
が
中
央
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。

(

日

)

『
明
太
租
貫
録
』
巻
一
一
一
七
、
洪
武
十

日
い
、

工
詑
わ
る
、
固
に
鎗
き
以
て
進
む
。
そ
の
制
、
祉
榎
・
山
川
の
二
壇
は
王
城
南
の
右
に
在
り
。
王
域
四
門
、
東
は
睦
仁
と

西
は
遵
義
と
日
い
、
南
は
端
曜
と
白
い
、
北
は
贋
智
と
日
う
。
門
棲
・
廊
照
二
百
七
十
二
開
。
中
は
承
運
殿
と
日
い
、
十
一
開
、

燕
府
の
営
造
、

後
は
園
肢
と
震
し
、
衣
は
存
心
殿
と
日
い
、
各
お
の
九
開
。
承
運
殿
の
雨
熊
は
左
右
二
殿
と
属
す
e

存
心
・
承
運
の
周
週
雨
盛
山よ
り
承
運



門
に
至
る
ま
で
屋
を
震
る
こ
と
(
ご
百
三
十
八
開
。
殿
の
後
は
前
・
中
・
後
の
三
宮
と
篤
す
、
各
お
の
九
開
。
宮
門
雨
廟
等
室
九
十
九

開
。
王
城
の
外
、
周
垣
四
門
、
そ
の
南
は
霊
星
と
固
い
、
徐
の
三
門
は
王
城
の
門
名
と
同
じ
。
周
垣
の
内
、
堂
庫
等
室
一
百
三
十
八
開
。

九
そ
宮
股
・
室
屋
を
震
る
こ
と
八
百
一
十
一
開
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
燕
王
府
は
王
城
と
王
域
外
周
垣
の
二
重
構
造
か
ら
な
っ
て
い
た
。

こ
こ
に
い
う
王
城
と
は
い
わ
ゆ
る
宮
城
の
こ
と
で

瞳

仁
、
遵
義
、
端
瞳
、
贋
智
の
四
門
と
城
脂
に
圏
ま
れ
た
部
分
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
承
運
殴
・
固
肢
・
存
心
殿
の
三
肢
と
前
・
中
・
後
の
三

(
日
比
〉

宮
が
配
さ
れ
、
中
心
を
な
す
承
運
肢
は
一
一
聞
を
数
え
た
。
王
域
外
周
垣
に
も
四
門
が
配
さ
れ
、
南
門
の
霊
星
門
以
外
の
三
門
は
、
宮
城
の
門

(
お
)

名
と
同
一
で
あ
っ
た
。
そ
の
南
西
部
分
に
は
、
社
寝
壇
と
山
川
壇
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
内
外
合
わ
せ
て
、
宮
殴
室
屋
八
一
一
聞
か
ら
な
っ
て

、匹目。
、uv

ふ
れ

(

凶

)

寅
録
の
こ
の
記
載
は
、
燕
王
府
の
宮
城
内
外
の
室
数
ま
で
記
載
し
て
お
り
、
他
の
諸
王
に
比
べ
て
異
例
に
詳
細
な
も
の
で
あ
る
が
、
宮
城
の

所
在
地
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
た
だ
し
、
同
書
巻
五
回
、
洪
武
三
年
七
月
辛
卯
の
僚
に
よ
れ
ば
、
諸
王
府
の
建
設
の
詔

- 73一

が
出
さ
れ
た
洪
武
三
年
七
月
の
時
黙
で
、
す
で
に
七
人
の
諸
王
の
宮
城
建
設
議
定
地
が
決
定
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

詔
し
て
、
諸
王
府
を
建
て
し
む
。
工
部
向
書
張
允
言
え
ら
く
、
「
諸
王
の
宮
城
は
宜
し
く
各
お
の
そ
の
闘
に
因
り
て
地
を
捧
ぶ
ベ
し
、
秦

は
快
西
の
葦
治
を
用
い
、
広
田
は
太
原
の
新
城
を
用
い
、
燕
は
元
の
奮
内
の
殿
を
用
い
、
楚
は
武
昌
の
霊
竹
寺
基
を
用
い
、
斉
は
青
州
盆
都

の
鯨
治
を
用
い
、
揮
は
酒
州
の
玄
妙
観
基
を
用
い
、
靖
江
は
猫
秀
峰
の
前
を
用
い
ん
こ
と
を
請
う
」
と
。
上
は
そ
の
奏
を
可
と
し
、
命
ず

る
に
明
年
よ
り
次
第
に
こ
れ
を
営
ま
し
む
を
以
て
す
c

そ
の
建
設
議
定
地
を
み
る
と
、
洪
武

一一帝
第
二
子
の
秦
王
は
西
安
の
快
西
行
御
史
蓋
の
治
所
、
第
三
子
音
王
は
太
原
の
新
城
、
第
四
子
燕
王
は
北

卒
の
元
の
奮
内
の
殿
、
第
六
子
楚
王
は
武
昌
の
霊
竹
寺
基
、
第
七
子
斉
王
は
青
州
盆
都
鯨
の
治
所
、
第
八
子
海
王
は
湾
州
(
の
ち
の
長
沙
〉
の
玄

(
口
)

妙
観
基
で
あ
っ
た
。
ま
た
甥
の
靖
江
王
の
場
合
は
、
桂
林
の
濁
秀
峰
前
に
置
か
れ
た
元
の
順
一
帝
の
潜
邸
寓
書
殿
を
用
い
て
い
る
。

工
部
に
よ

っ
て
提
案
さ
れ
た
諸
王
府
の
宮
城
建
設
議
定
地
が
官
街
・
宮
殿
・
寺
院
・
道
観
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
の
は
、
王
府
が
置
か
れ

73 
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(
叩
出
〉

る
こ
と
に
な
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
城
市
の
諸
篠
件
に
基
づ
い
て
適
嘗
な
敷
地
が
選
ば
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
洪
武
一
一
帝
は
工
部
の
提
案
を
許
可
し
、

翌
年
以
降
順
次
建
設
を
命
じ
て
い
る
。
因
み
に
、
山
西
太
原
の
新
城
に
議
定
さ
れ
て
い
た
菅
王
府
の
宮
殿
は
、
洪
武
四
年
十
月
に
建
設
が
始
ま

(

四

)

っ
た
が
、
翌
年
早
害
の
被
害
に
よ
る
牟
年
あ
ま
り
の
工
事
中
断
を
へ
て
、
九
年
二
月
太
原
府
城
の
東
北
隅
に
完
成
し
て
い
る
。

さ
て
問
題
の
燕
王
府
で
あ
る
が
、
貫
録
に
は
「
元
の
奮
内
の
股
」
に
建
て
ら
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
『
組
訓
録
』
営
繕
の

「
燕
は
元
の
奮
有
に
因
る
」
と
は
異
な
り
、

そ
の
所
在
地
を
よ
り
限
定
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
元
朝
の
奮
内
と
は
、
大
内
故

宮
を
一
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
太
組
寅
録
』
に
は
、
ほ
か
に
も
「
奮
内
」
の
用
例
が
あ
り
、
巻
二
九
、
洪
武
元
年
正
月
戊
寅
の
僚
に
は
、

「
嘗
内
よ
り
新
宮
に
遜
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
朝
創
設
後
、
洪
武
一
帝
一
が
呉
王
時
代
の
奮
内
か
ら
新
た
に
建
設
さ
れ
た
宮
城
に
移
っ
た
こ
と

を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
呉
王
時
代
の
奮
内
は
、
南
京
建
康
城
内
の
元
朝
以
来
の
南
蓋
(
江
南
諸
道
行
御
史
肇
)
の
敷
地
に
置
か
れ
て
い
た
(
同

書記官
二
一
、
丙
午
八
月
庚
戊
)
。
ま
た
同
書
巻
二
五
、
呉
元
年
ハ
一
一
一
一
六
七
〉
九
月
笑
卯
の
僚
に
は
、

「
新
内
」
の
用
例
も
見
え
る
。
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新
内
成
る
。
正
肢
は
奉
天
殿
と
日
い
、
前
は
奉
天
門
と
震
す
、
殿
の
後
は
華
蓋
殿
と
日
ぃ
、
華
蓋
殿
の
後
は
謹
身
殿
と
日
い
、
皆
翼
う
に

廊
照
を
以
て
す
。
奉
天
殿
の
左
右
に
各
お
の
棲
を
建
つ
。
左
は
文
棲
と
日
い
、
右
は
武
棲
と
日
う
。
謹
身
殿
の
後
は
宮
と
矯
す
。
前
は
乾

清
宮
と
日
い
、
後
は
坤
寧
宮
と
日
う
。
六
宮
は
以
次
序
列
す
。
周
ら
す
に
皇
城
を
以
て
す
。
城
の
門
、
南
は
午
門
と
日
い
、
東
は
東
華
と

西
は
西
華
と
日
い
、
北
は
玄
武
と
日
う
。
制
皆
朴
素
、
離
飾
を
篤
さ
ず
。

日
い
、

完
成
し
た
新
内
に
は
、
奉
天
・
華
蓋
・
謹
身
三
殿
と
乾
清
・
坤
寧
二
宮
、

お
よ
び
六
宮
が
含
ま
れ
、

そ
れ
ら
の
周
囲
は
「
皇
城
」
で
固
ま
れ
て

い
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
い
う
皇
城
と
は
、
宮
城
を
取
り
囲
む
、

い
わ
ゆ
る
皇
城
で
は
な
く
、
宮
城
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
貼
は
注
意
を
要

(
加
〉

西
に
西
華
門
、
北
に
玄
武
門
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
南

す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
南
に
午
門
、
東
に
東
華
門
、

京
の
宮
城
と
六
部
街
門
等
を
圏
む
皇
城
〈
周
園
十
四
里
、
約
七
・
八
キ
ロ
)
は
、
洪
武
六
年
六
月
に
完
成
し
た
が
、
嘗
初
は
「
内
城
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
(
同
書
巻
八
三
、
洪
武
六
年
六
月
辛
未
朔
)
。

そ
の
後
、
大
内
宮
殿
の
改
修
工
事
が
完
了
し
た
洪
武
十
年
ご
ろ
か
ら
、

皇
城
と
い
う
名
稽
で
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
同
書
巻
二
六
、
洪
武
十
年
十
二
月
戊
申
)
。



大
内
の
宮
肢
を
圏
む
宮
城
を
、
後
世
と
は
異
な
り
「
皇
城
」
と
呼
ぶ
の
は
明
初
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
元
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
洪
武
元
年
、
大
将
軍
徐
達
は
元
の
大
都
を
接
牧
す
る
と
、
指
揮
張
換
に
そ
の
皇
城
を
計
測
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

指
揮
張
換
を
遣
わ
し
て
故
元
の
皇
城
を
計
度
せ
し
む
、

大
将
軍
徐
達
は
、

周
園
一
千
二
十
六
丈
あ
り
(
同
書
巻
三
四
、
洪
武
元
年
八
月
葵

巳)。

計
測
の
結
果
、

(

幻

)

る
大
内
宮
城
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
『
析
津
志
輯
侠
』
風
俗
に
は
、
「
皇
城
東
華
門
外
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
皇
城
に
東
華
門
が
設
け
ら

さ
ら
に
『
元
史
』
巻
九
九
、
兵
志
二
、
宿
衛
・
園
宿
軍
に
は
、
皇
城
と
そ
の
外
側
を
圏
む
踏
垣
(
粛
縞
)
に
つ

皇
城
の
周
囲
は
一
、

O
二
六
丈
(
約
三
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
〉
と
報
告
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

大
明
殿
や
延
春
閣
な
ど
を
中
心
と
す

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

い
て
の
記
述
、が
あ
る
。

成
宗
元
貞
二
年
十
月
、
橿
密
院
の
臣
言
え
ら
く
、

「
昔
大
朝
舎
の
時
、
皇
城
外
に
み
な
踏
垣
無
し
。
故
に
軍
を
用
い
て
環
緯
し
、
以
て
圏
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宿
に
備
う
。
今
措
垣
す
で
に
成
り
、
南
北
西
の
三
昨
は
み
な
軍
を
置
く
べ
き
も
、
濁
り
御
酒
庫
の
西
、
地
窄
く
容
る
る
能
わ
ず
。
(
下
略
〉
」

(m) 

こ
こ
に
み
え
る
朝
舎
の
と
き
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
で
取
り
囲
み
宿
直
に
備
え
た
皇
城
と
は
、
い
わ
ゆ
る
大
内
宮
城
で
あ
る
。
こ
の
皇
城
を
圏
む
粛
摘

(

お

)

(
紅
門
閥
馬
婚
と
も
い
う
)
は
、
大
都
建
設
嘗
初
に
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
元
貞
二
年
(
一
二
九
六
)
の
時
臨
ま
で
に
完
成
し
て
い
た
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
貫
録
に
い
う
燕
王
府
宮
城
の
設
け
ら
れ
た
元
の
「
奮
内
」
と
は
、
嘗
時
「
皇
城
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
後
世
の
大
内

宮
域
を
指
す
と
、

ひ
と
ま
ず
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
大
都
の
大
内
宮
殴
部
分
は
蛍
初
は
「
皇
城
」
で
固
ま
れ
て
い
た
だ
け
で
あ

そ
の
後
、
斎
脂
が
そ
の
外
側
に
完
成
す
る
と
、
大
内
の
指
す
範
圏
に
も
獲
化
が
生
じ
た
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

元
の
大
都
の
宮
殿
配
置
に
つ
レ
て
は
、
元
末
の
陶
宗
儀
『
南
村
綴
耕
録
』
巻
二一

、
宮
闘
制
度
の
記
述
が
最
も
詳
細
か
つ
正
確
な
記
録
と
さ

(

鈍

)

れ
る
。

っ
た
が
、

(
六
)
(
お
)

大
内
の
南
は
麗
正
門
に
臨
む
。
正
衝
は
大
明
肢
と
日
い
、
延
春
閣
と
日
う
。
宮
城
の
周
囲
は
九
里
三
十
歩
、
東
西
四
百
八
十
歩
、
南
北
六

百
十
五
歩
、
高
三
十
五
尺
。
郭
も
て
整
す
。
至
元
八
年
八
月
十
七
日
申
の
時
に
土
を
動
か
し
、
明
年
三
月
十
五
日
工
に
聞
く
。
ハ
中
略
)
隆
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一
隅
肢
は
大
内
の
西

興
聖
宮
の
前
に
あ
り
。

(
中
略
)
古
門
書
山
は
大
内
の
西
北
、

太
液
池
の
陽
に
あ
り
、

金
人
理
花
島
と
名
、
づ
く
。

中

略
〉
輿
聖
宮
は
大
内
の
西
北
、

省
内
事
時
山
の
正
西
に
あ
り
、

周
ら
す
に
碍
垣
を
以
て
す
。

(
中
略
)
太
液
池
は
大
内
の
西
に
あ
り
、

周
週
若

千
里
、
芙
蓉
を
植
う
。

こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
宮
殿
は
、

周
圏
六
里
三
十
歩
(
約
三
・
四
キ
ロ
〉
の
宮
城
内
側
の
大
明
殿
・
延
春
闘
か
ら
な
る
大
内
「
正
街
」
に
と
ど

ま
ら
ず
、

「
周
週
二
十
里
ば
か
り
」
(
粛
淘
『
故
宮
遺
録
』
)
と
さ
れ
る
斎
鯖
内
の
宮
殿
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
。
粛
脂
内
の
中
央
部
に
は
、
贋
大

な
水
迭
の
空
聞
を
構
成
す
る
太
液
地
が
占
め
、
そ
の
東
西
に
宮
蹴
群
が
配
さ
れ
て
い
た
。
最
初
に
整
備
さ
れ
た
の
は
東
側
部
分
の
い
わ
ゆ
る
大

(

お

)

(

幻

)

内
で
、
そ
の
後
、
西
側
の
隆
一
繭
殿
と
輿
聖
宮
か
ら
な
る
西
側
の
西
宮
が
整
備
さ
れ
た
。
隆
一
幅
肢
は
南
側
に
あ
り
、
も
と
も
と
太
子
府
と
し
て
建

(

お

)

至
大
年
間
(
二
二
O
八
J
一
一
)
以
降
太
后
の
居
所
と
な
っ
た
。
北
側
の
輿
聖
宮
は
、
妃
旗
た
ち
の
居
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
元
末

設
さ
れ
た
が
、

に
刊
行
さ
れ
た
『
析
津
士
山
』
に
は
、
決
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
大
内
」
は
粛
脂
内
全
瞳
を
指
し
て
い
る
。

昇
卒
橋
は
、
厚
裁
門
に
在
り
、
海
子
の
水
を
通
し
て
大
内
に
入
る
。
(
『
析
津
志
輯
扶
』
河
悶
橋
梁
)
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す
な
わ
ち
昇
卒
橋
は
、
斎
踏
外
の
海
子
(
玄
武
池
)
の
南
に
架
か
る
橋
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
厚
裁
門
と
は
正
確
に
は
厚
載
紅
門
の
こ
と
で
あ
る
。

海
子
の
水
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
は
、
粛
脂
内
の
お
そ
ら
く
太
液
池
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
粛
踏
の
内
側
全
瞳
が
「
大
内
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ

至
正
十
五
年
の
傑
の
「
詔
し
て
大
内
の
河
道
を
溶
わ
し
む
」
と
あ
る
「
大
内
」
も
、

と
が
剣
る
。
さ
ら
に
『
元
史
』
巻
四
四
、
順
一
帝
本
紀
七
、

太
液
池
を
含
む
粛
踏
の
内
側
全
瞳
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て

先
の
『
太
組
貫
録
』
に
い
う
元
の
「
奮
内
」
に
も
、

宮
城
の
ほ
か
に
粛
艦
内
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、

「奮

内
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
燕
王
府
宮
城
の
所
在
地
を
元
の
大
内
宮
城
読
と
西
苑
説
と
の
い
ず
れ
か
一
方
に
特
定
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

工
つ
こ
0

7

7

 

と
こ
ろ
が

『
明
太
租
質
録
』
巻
四
七
、
洪
武
二
年
十
二
月
丁
卯
の
僚
に
は

「
元
の
奮
皇
城
基
」
を
王
府
に
改
造
す
る
と
い
う
指
示
を
洪

武
一
帝
自
身
が
出
し
て
い
た
と
い
う
注
目
す
べ
き
記
載
を
載
せ
て
い
る
。



湖
贋
行
省
参
政
趨
耀
を
改
め
て
北
卒
行
省
参
政
と
篤
す
。
耀
は
初
め
湖
贋
を
授
か
る
。
既
に
僻
し
て
、
復
た
こ
こ
に
留
ま
る
。
こ
こ
に
至

り
、
上
は
耀
嘗
て
徐
達
に
従
い
元
都
を
取
り
、
そ
の
風
土
民
情
・
港
事
緩
急
を
習
知
せ
る
を
以
て
、
改
め
て
北
卒
に
授
け
、
且
つ
王
府
の

と
。
汝
宜
し
く
速
か
に
往
く
べ
し
、

北
口
子
の
人
の
来
り
て
蹄
附
す
る
者
多
し
、

あ
た

そ
の
競
勇
に
し
て
用
う
べ
き
者
を
選
び
兵
と
震
し
、
月
ご
と
に
米
を
給
し
こ
れ
に
贈
え
、
徐
は
悉
く

こ
れ
に
識
し
て
白
く

「
聞
く
な
ら
く

宮
室
を
守
護
せ
し
む
。
既
に
し
て
召
し
入
れ
、

こ
れ
を
臨
清
・
東
昌
の
地
に
鹿
し
、

そ
れ
を
し
て
失
所
せ
し
む
る
母
か
れ
。
」
〔
耀
は
因
り
て
工
部
向
書
張
允
の
取
り
し
と
こ
ろ
の
北
卒
宮

王
府
に
改
造
せ
し
む
。
耀
は
命
を
受
け
て
聞
日
僻
し
て
行
く
。
〕

室
園
を
奏
進
す
c

上
は
こ
れ
を
覧
じ
、
元
の
奮
皇
城
基
に
依
り
て
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

湖
贋
か
ら
北
卒
行
省
参
政
に
改
め
ら
れ
て
赴
任
す
る
趨
耀
が
、

「
北
卒
宮
室
園
」
を
差
し
出
し
、
そ
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
洪
武
一
帝
一
に
直
接
指
示
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
元
の
皇
城
敷
地
を
王
府
に
改
造
す
る
よ

工
部
向
霊
園
張
允
に
よ
っ
て
す
で
に
取
り
寄
せ
ら
れ
て
い
た

「
皇
城
」
は
、
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
元
・
明
初
で
は
大
内
宮
城
部
分
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
史
料
に
依
接

す
れ
ば
、
元
の
大
内
に
王
府
を
置
く
こ
と
が
決
定
し
、
赴
任
し
た
北
卒
行
省
参
政
越
耀
に
よ
っ
て
燕
王
府
へ
の
改
造
が
行
わ
れ
た
と
い
う
結
論

う
命
じ
た
と
あ
る
。

を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
に
見
え
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
史
料
で
は
、
前
述
し
た
洪
武
三
年
四
月
諸
王
が
珊
封
さ
れ
る
以
前
、

し
か
も
同
年
七
月
の
各
王
府
の
宮
城
建
設
珠
定

地
が
決
定
す
る
以
前
に
、
行
省
参
政
越
耀
に
劃
し
て
元
の
故
宮
で
は
な
く
「
王
府
の
宮
室
」
の
看
守
保
護
が
命
じ
ら
れ
、

指
示
が
出
て
い
た
と
し
て
お
り
、

元
の
皇
域
基
改
造
の

い
さ
さ
か
不
自
然
な
黙
を
否
め
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
前
述
し
た
よ
う
に
洪
武
二
年
四
月
に
『
組
訓
録
』
の
編

纂
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
か
ら
、

王
府
建
設
を
め
ぐ
る
検
討
が
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
そ
の
三
か
月
前
の

(
m
m
〉

九
月
に
は
、
洪
武
一
帝
一
は
郷
里
の
臨
濠
を
中
都
に
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
老
臣
達
に
建
都
の
候
補
地
を
尋
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
西
安
・
洛
陽
・

開
封
・
北
卒
な
ど
が
翠
が
っ
た
が
、
洪
武
一
一
帝
は
い
ず
れ
も
「
善
し
」
と
し
た
う
え
で
、

都
)
は
、

南
京
に
加
え
て
臨
濠
を
選
び
中
都
と
し
た
。
北
卒
(
大

そ
の
候
補
地
の
一
つ
に
奉
げ
ら
れ
て
お
り
、

「
完
備
」
し
て
い
た
元
の
宮
室
の
扱
い
は
懸
案
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
は

王
府
の
宮
室
の
看
守
と
保
護
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
や
は
り
唐
突
で
あ
る
。
越
耀
が
北
卒
行
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い
え
、
こ
の
時
期
で
元
の
故
宮
で
は
な
く
て
、



78 

(

m
剖

)

省
参
政
に
在
任
し
て
い
た
の
は
、
洪
武
四
年
九
月
ま
で
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
に
も
鰯
れ
た
よ
う
に
諸
王
府
の
建
設
は
洪
武
四
年
十
月

に
着
手
さ
れ
た
が
、
越
耀
の
在
任
期
聞
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
燕
王
府
へ
の
改
造
工
事
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
か
ら
見
て
、

せ
い
ぜ
い

元
の
故
宮
の
今
後
の
利
用
に
つ

い
て
、
洪
武
一帝
の
意
向
が
一
示
さ
れ
た
と
い
う
の
が
寅
態
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

か
り
に
王
府
に
改
造
さ
れ
る
元
の
宮
室
に
関
す
る
看
守
と
保
護
に
閲
す
る
論
議
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、

史
料
末
尾
の
，.... 

]
内
の
部
分

は
、
そ
の
後
に
正
式
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
燕
王
府
建
設
に
針
す
る
洪
武
一
帝
の
直
々
の
指
示
を
強
調
す
る
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
部
分
が

(

幻

〉

初
修
本
嘗
時
か
ら
『
太
租
寅
銭
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
疑
問
が
残
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
最
初
建
文
一帝
の
も

(
幻
)

と
で
編
纂
さ
れ
た
『
太
租
貫
録
』
は
、
そ
の
後
永
繁
一
帝
の
時
代
に
二
度
に
わ
た
っ
て
編
纂
し
直
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
現
在
わ
れ
わ

(お〉

れ
が
利
用
で
き
る
の
は
三
修
本
の
『
太
粗
貫
録
』
の
み
で
、
初
修
本
お
よ
び
再
修
本
の
そ
れ
は
現
存
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
改
震
の
跡
を
明

一
般
的
に
考
え
て
燕
王
(
の
ち
の
永
繁
一
帝
〉
に
つ
レ
て
の
個
別
の
記
事
の
多
く
は
、
初
修

ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、

再
修
本
は
一
八
三
巻
、

一二

O
加
で
あ
る
が
、
三
修
本
は
二
五
七
巻
、

二
O
五
加
と
、

に
わ
か
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

王
府
へ
の
改
造
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本
賞
時
か
ら
す
で
に
記
載
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
一
再
修
本
以
降
に
、
永
繁
一帝
一
の
意
向
を
承
け
て
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

に
闘
す
る
こ
の
部
分
も
、
再
修
本
以
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

し
か
も
、
燕
王
府
の
宮
殿
の
あ
り
ょ
う
は
靖
難
の
役
嘗
時
か
ら
一
つ
の
争
黙
と
な
っ
て
い
た
。
建
文
元
年
(
一
一
一
一
九
九
)
、
南
京
の
朝
廷
は
、

燕
王
の
八
項
目
か
ら
な
る
不
軌
(
規
律
這
反
)
を
非
難
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
燕
王
府
の
宮
殿
が
分
不
相
臆
に
者
修
で
あ
り
、
他
の
王
府
に
比
べ

て
飛
び
抜
け
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
非
難
に
割
し
、
十
一
月
燕
王
は
朝
廷
に
上
書
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

た

て

ま

っ

ち

よ

う

て

い

以
前
上
る
と
こ
ろ
の
書
報

J

ぜ
ざ
る
を
以
て
、
復
た
朝
に
上
書
し
て
日
く
、

上
(
燕
王
)
は
北
卒
に
還
り
、

「
(
中
略
)
稿
か
に
聞
く
な
ら
く
、
朝
廷
は
臣
の
不
軌
の
事
八
つ
有
る
と
論
ず
e

こ
れ
必
ず
臣
が
父
子
一
家
を
死
地
に
置
き
宥
さ
ざ
ら
ん
と

士
馬
を
休
息
せ
し
む
。

欲
す
る
な
り
。

(
中
略
)
そ
の
七
に
謂
ら
く
、
臣
の
宮
室
脇
田
修
に
し
て
各
府
に
過
ぐ
る
、

と

」
れ
蓋
し
皇
考
の
賜
う
と
こ
ろ
な
り
、

臣

の
之
園
よ
り
以
来
二
十
絵
年
、
弁
び
に
曾
て
一
事
も
増
盆
せ
ず
。
そ
の
各
王
府
に
同
じ
か
ら
ざ
る
所
以
の
も
の
は
、
蓋
し
租
訓
告
繕
の
篠



に
『
燕
は
元
の
嘗
有
に
因
る
』
と
明
言
せ
り
、
臣
の
敢
え
て
借
越
す
る
に
非
ず
。
こ
れ
好
臣
の
巨
を
在
げ
る
な
り
。
」

(『
明
太
宗
賃
銭
』
巻

五

(
建
文
〉
元
年
十
一
月
乙
亥
)

燕
王
府
の
宮
肢
は
、
太
租
洪
武
一
一
帝
か
ら
賜
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
就
藩
以
来
二
十
年
あ
ま
り
少
し
も
増
築
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
、
他
の
王
府

と
同
じ
で
な
い
の
は
『
皇
明
租
訓
』
営
繕
の
篠
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
借
越
と
い
う
批
剣
は
首
た
ら
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
燕
王

府
の
宮
室
の
規
模
と
配
置
に
閲
し
て
、
前
掲
し
た
よ
う
に
三
修
本
『
太
粗
貫
録
』
に
、
洪
武
年
聞
に
封
じ
ら
れ
た
二
十
五
名
の
諸
王
の
中
で
も

珍
し
く
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、

お
そ
ら
く
建
文
年
聞
に
燕
王
に
射
し
て
浴
び
せ
ら
れ
た
か
か
る
非
難
を
も
意
識
し
て
書
か
れ
た

も
の
に
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
燕
王
府
宮
城
の
所
在
地
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、

い
か
に
明
初
の
史
料
と
は
い
え
、
永
繁
一帝
一
の
意
向
に
よ

っ
て
改
鼠
さ
れ
た

可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
『
太
租
貫
録
』
に
載
せ
る
「
元
の
奮
皇
城
基
」
の
記
述
を
主
要
な
根
援
と
し
て
、
こ
れ
を
元
の
大
内
宮
城
部
分
と
断

定
す
る
の
は
、

い
さ
さ
か
問
題
が
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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高
麗
使
節
の
燕
王
府
記
事

と
こ
ろ
が
高
麗
末
李
朝
初
期
の
朝
鮮
史
料
に
は
、
幸
い
な
こ
と
に
洪
武
期
の
燕
王
府
に
言
及
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
擢
近
『
陽
村
先

(

鈍

)

生
文
集
』
巻
六
に
牧
め
る
「
奉
使
銭
」
で
あ
る
。
そ
の
自
序
に
は
、
「
洪
武
二
十
二
年
、
歳
己
巳
に
在
り
、
秋
八
月
晦
」
に
誌
し
た
と
あ
る
。

た
だ
し
、
割
注
部
分
の
「
自
注
」
に
は
、
同
年
九
月
の
記
述
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

「
北
卒
」
の
地
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

靖
難
の
役
に
よ
る
燕
王
の
一
帝
位
纂
奪
が
行
わ
れ
る
以
前
に
は
成
立
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

(
お
)

洪
武
二
十
二
年
六
月
、
策
諸
密
直
司
事
権
近
は
、
門
下
評
理
予
承
順
ら
と
と
も
に
高
麗
か
ら
明
朝
の
都
南
京
に
涯
遣
さ
れ
た
。
使
節
振
遣
の

(
お
)

目
的
は
、
権
園
事
王
昌
の
入
朝
許
可
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
「
奉
使
録
」
に
は
、
そ
の
道
中
や
南
京
で
の
記
録
と
折
に
燭
れ
て
詠

つ

79 

た
詩
歌
を
牧
め
て
い
る
。
六
月
に
開
京
を
護
ち
西
京
卒
壌
を
へ
て
鴨
緑
江
を
渡
り
、
六
月
末
に
遼
東
の
古
城
騨
に
着
き
、
都
司
の
指
揮
余
事
張
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興
の
も
て
な
し
を
受
け
た
。
遼
東
か
ら
は
鎮
撫
許
儒
員
の
護
迭
に
よ
り
、
鞍
山
瞬
、
牛
荘
線
、
板
橋
瞬
、
連
山
島
瞬
、
沙
河
鐸
を

へ
て
、
山
海

街
遜
安
騨
に
至

っ
た
。
牛
荘
騨
か
ら
沙
河
・
高
嶺
騨
の
医
聞
は
、
洪
武
二
十
年
六
月
、
元
の
名
巨
木
華
察
の
末
育
納
恰
出
の
蹄
附
に
よ
り
新
た

に
明
朝
の
支
配
下
に
入
っ
た
ば
か
り
で
、
臨
円
引
の
到
着
の
遅
れ
や
蚊
に
悩
ま
さ
れ
て
難
波
し
た
放
程
を
績
け
て
い
る
。
山
海
開
か
ら
長
城
内
に

入
る
と
、
永
卒
街
襟
河
廃
を
へ
て
、
前
州
漁
陽
騨
に
投
宿
し
た
。
こ
の
騨
に
は
、
一
族
を
奉
げ
て
燕
王
府
に
投
降
し
て
き
た
「
北
胡
僑
左
丞
」

勝
吉
が
宿
泊
し
て
い
た
。
自
注
に
よ
れ
ば
、
勝
士
口
は
路
駐
四
頭
、
馬
三
十
六
匹
、
車
五
雨
を
引
き
連
れ
て
い
た
と
い
う。

そ
の
後
、
北
卒
府
の
燕
蓋
騨
に
滞
在
し
て
三
た
び
燕
王
府
内
に
入
り
、
燕
王
に
進
見
し
た
あ
と
、
通
州
か
ら
水
路
で
南
京
に
向
か
っ
た
。
燕

(
幻
)

蓋
騨
は
澄
清
坊
大
街
の
東
に
あ
り
、
永
築
年
聞
に
北
京
曾
同
館
と
改
め
ら
れ
、
外
園
か
ら
の
使
臣
を
泊
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
燕

王
府
に
閲
す
る
部
分
を
詩
と
と
も
に
掲
げ
る
。

北
卒
城
に
入
る
。
前
元
の
嘗
都
な
り
。

翼
翼
た
る
都
城
四
方
を
鎖
す

楚
聾
忽
ち
酎
歌
の
裡
に
入
る

百
年
財
力
も
亦
た
雄
強
た
り

- 80ー

是
れ
天
亡
ぼ
す
に
は
非
ず
自
ら
速
や
か
に
亡
ぶ

燕
蓋
騨
に
到
り
、
燕
府
に
準
見
す
。
先
づ
典
儀
所
に
詣
る
。
所
官
入
り
て
啓
す
る
に
、

「是
の
日
丸
対
后
の
忌
を
以
て
櫨
を
受
け
ず
」

と
。
奉
嗣
葉
鴻
に
命
じ
て
伴
接
し
て
館
に
到
ら
し
む
。
七
月
十
五
日
な
り
e

聖
代
宗
支
盛
ん

賢
王
国
肘
土
さ
れ
て
等
し

都
城
形
勝
社
ん

市
巷
物
華
繁
し

白
玉
宮
殿
を
聞
き

紅
雲
陛
軒
を
緯
る

翼
翼
た
る
孝
思
敦
し

費
(
部
州
)
居
し
て
受
瞳
を
停
め

ま
ず
七
月
十
五
日
に
燕
王
府
の
典
儀
所
に
至
り
準
見
を
申
し
出
た
と
こ
ろ
、

そ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
故
馬
皇
后
の
命
日
に
あ
た
り
、
面
曾
が
許
さ

れ
な
か
っ
た
。



十
六
日
朝
す
c

典
儀
所
引
き
て
端
瞳
門
に
入
る
。

て
西
国
の
典
膳
所
に
至
り
食
を
致
す
。

端
躍
門
の
前
境
日
明
る
し

王
は
承
運
門
に
坐
し
て
穫
を
受
く
。
ま
た
奉
嗣
に
命
じ
て
食
を
償
ら
し
む
。
奉
嗣
引
き

甲
光
り
輝
り
咲
え
親
兵
を
擁
す

緒
抱
も
て
般
に
嘗
た
り
庭
に
趨
り
て
奔
す

鹿
固
雨
晴
れ
て
織
草
茂
る

し
ば

異
味
も
て
厨
に
来
た
り
坐
を
賜
る
こ
と
傾
し

腐
池
に
風
過
ぎ
り
細
紋
生
ず

少
年
奉
使
し
瀞
観
す
る
に
足
る
老
い
て
見
孫
に
射
し
字
細
に
許
す
(
中
略
〉

十
七
日
ま
さ
に
燕
府
を
辞
せ
ん
と
す
る
に
、
王
は
葉
奉
嗣
に
命
じ
て
食
を
績
ら
し
む
こ
と
前
の
如
く
、
留
り
て
宴
を
賑
わ
し
む
〈
中
略
)
。

十
八
日
進
み
て
辞
す
。
時
に
王
は
併
寺
に
詣
り
焼
香
す
。
先
太
后
の
明
忌
な
り
。
兵
衛
甚
だ
衆
し
。
既
に
還
り
紗
を
賜
わ
る
。
ま
た
奉
嗣

に
命
じ
て
ま
た
償
る
を
致
さ
し
む
。
俄
か
に
ま
た
三
王
子
の
騎
を
連
ね
て
出
る
あ
り
。
亦
た
傍
寺
に
詣
り
て
焼
香
す
る
な
り
。

典
膳
所
に
行
き
食
事
の
も
て
な
し
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、

い
と
ま
ご
い
を
告
げ
る
た
め
に
十
七
日
、

十
八
日
と
燕
王
府
に
参
内
し
た
。
と

- 81ー

翌
十
六
日
に
、
典
儀
所
の
案
内
で
南
門
の
端
櫨
門
か
ら
燕
王
府
内
に
入
り
、
承
運
門
で
燕
王
に
奔
謁
し
た
。
そ
の
後
、
奉
闘
の
案
内
で
西
園
の

く
に
十
八
日
に
は
、
燕
王
の
三
王
子
(
朱
高
燥
・
高
照

・高
峰
崎
)
、
が
そ
ろ
っ
て
併
寺
へ
焼
香
に
行
く
の
に
出
く
わ
し
て
い
る
。

と
は
、
お
そ
ら
く
燕
王
府
の
霊
星
門
外
に
あ
っ
た
慶
蕎
寺
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
慶
蕎
寺
は
、
靖
難
の
役
で
燕
王
の
参
謀
の
役
を
果
た
し
論
功
第

(
お
〉

一
と
稽
さ
れ
た
借
道
街
ハ
挑
庚
孝
〉
が
住
持
し
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
い
う
併
寺

さ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十
六
日
の
僚
で
、
典
膳
所
の
所
在
が
「
西
国
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
西
園
の
園
は
苑
に
遁
じ
、
燕

王
府
H
西
苑
読
の
「
西
苑
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
ら
れ
る
。
王
府
の
膳
食
を
掌
る
王
府
官
の
典
膳
所
は
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
王
府
内
に
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
典
膳
所
が
西
国
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

一
見
す
る
と
燕
王
府
宮
城
も
い
わ
ゆ
る
西
苑
内
に
あ
っ
た
と
い
う
重

要
な
根
援
と
な
る
か
に
見
え
る
。
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し
か
し
な
が
ら
そ
の
場
合
に

「
西
国
」
と
い
う
説
明
が
十
五
日
の
僚
の
「
燕
府
」
の
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
十
六
日
の
篠
の
典
膳
所
の
と
こ
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し
か
も
十
五
日
に
最
初
に
出
て
く
る
典
膳
所
の
と
こ
ろ
に
は
附
け
ら
れ
ず
、
十
六
日
の
篠
の

末
尾
で
初
め
て
「
西
国
」
と
い
う
説
明
が
附
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
燕
王
府
全
鐙
が
「
西
国
」
に
位
置
し
た
の
で
は
な
く
、
王

府
の
「
西
国
」
に
奉
嗣
の
案
内
し
た
典
膳
所
が
あ
っ
た
と
解
穣
で
き
る
。
ま
た
従
来
の
王
府
研
究
で
は
あ
ま
り
注
意
が
携
わ
れ
て
レ
な
い
が
、

(

m
却

)

典
膳
所
は
、
承
奉
司
系
統
の
内
官
が
勤
務
す
る
典
膳
所
と
、
長
史
司
系
統
の
管
理
街
門
の
典
膳
所
と
の
二
つ
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
で
「
西

ろ
で
初
め
て
出
て
く
る
貼
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。

園
典
膳
所
」
と
と
く
に
断
っ
て
い
る
の
は
、

お
そ
ら
く
宮
城
内
西
側
に
あ
っ
た
承
奉
司
系
統
の
典
膳
所
を
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

衣
に
、
十
六
日
の
僚
の
七
言
律
詩
の
中
で
鯛
れ
ら
れ
て
い
る
「
鹿
圏
」
と
「
腐
池
」
が
、
ど
こ
を
指
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
燕
王
府

H
西
苑
読
を
採
れ
ば
、
鹿
固
と
腐
池
と
表
現
さ
れ
る
に
相
麿
し
い
場
所
を
容
易
に
は
見
出
し
が
た
い
。
こ
れ
に
射
し
て
、
燕
王
府
H
大
内
宮
城

設
を
採
れ
ば
、
西
国
の
典
膳
所
か
ら
眺
め
ら
れ
る
「
腐
池
」
と
し
て
、
大
内
西
側
に
あ
る
太
液
池
が
考
え
ら
れ
る
。
『
元
宮
詞
』
四

O
に
は
、

「
湖
上
の
駕
鵡
水
明
に
映
え
、
海
車
円
常
に
是
れ
内
官
撃
つ
。
二
宮
の
皇
后
盤
駕
に
随
い
、
撃
内
よ
り
簾
を
聞
き
鷹
を
放
つ
を
看
る
。
」
と
あ
り
、

元
宮
太
液
池
で
の
駕
鵡
(
腐
〉
を
獲
物
に
し
た
鷹
狩
り
の
様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

『
元
宮
詞
』
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は
、
元
后
の
乳
母
の
娘
で
元
の
宮
中
で
長
く

(ω) 

生
活
し
て
い
た
老
婆
か
ら
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
永
楽
初
め
に
周
憲
王
朱
有
激
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
「
鹿
圏
」
に
つ
い
て
は
、
元

(

組

〉

朝
の
宮
城
西
華
門
内
に
存
在
し
て
い
た
「
鹿
苑
」
が
嘗
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
、
現
華
島
(
蔦
寄
山
)
の
東
港
を
指
し
た
こ
と
も
考
え
ら

(

m

M

)

 

れ
る
。
そ
こ
に
は
、
元
代
に
「
霊
園
」
が
あ
り
、
珍
奇
な
獣
禽
が
多
く
飼
育
さ
れ
て
い
た
。
鹿
園
や
馬
池
と
い
う
表
現
は
と
も
に
文
事
的
修
僻

で
あ
ろ
う
が
、
燕
王
府
で
は
、
元
の
大
内
の
名
稿
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
躍
制
上
許
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
名
稿

が
貫
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
「
西
苑
」
と
は
、
永
祭
以
後
に
完
成
し
た
紫
禁
城
か
ら
見
て
皇
城
内
の
西
側
部
分
を
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

(
川
町
〉

え
巌
密
に
言
え
ば
、
西
苑
に
は
太
液
池
の
東
側
と
西
側
と
を
含
ん
で
い
た
。
か
り
に
燕
王
府
が
太
液
池
の
西
側
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
が

紫
禁
城
が
建
設
さ
れ
る
以
前
の
洪
武
末
に
も
、
西
苑
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
元
代
の
「
西
内
」
の
呼

稽
が
明
代
に
も
踏
襲
さ
れ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
東
側
に
元
の
故
宮
が
現
存
し
て
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な



る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
に
奉
げ
た
理
由
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
場
合
の
「
西
国
」
は
い
わ
ゆ
る
燕
王
府
リ
西
苑
読
の
「
西
苑
」
と
同
様
の
使
い
方
で
は
な
く
、

燕
王
府
の
宮
城
が
置
か
れ
た
元
の
大
内
宮
城
の
西
側
部
分
が
車
に
西
国
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

(
必
〉

の
護
掘
報
告
に
よ
れ
ば
、
秦
王
府
の
典
膳
所
(
お
そ
ら
く
承
奉
司
系
統
〉
が
、

西
安
に
置
か
れ
た
秦
王
府

一
か
所
の
茨
坑
と
「
典
膳
所
造
」
の
文
字
を
含
む
磁
器
破
片
の
出

土
し
た
宮
城
西
門
の
遵
義
門
一
稽
に
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
推
定
を
補
強
す
る
で
あ
ろ
う
。

(

日

制

)

李
朝
の
成
立
す
る
前
年
の
洪
武
二
十
四
年
六
月
に
は
、
一
帝
の
誕
生
日
で
あ
る
高
書
聖
節
を
祝
賀
す
る
た
め
に
涯
遣
さ
れ
た
門
下
賛
成
事
越
淡

が
、
南
京
に
向
か
う
途
衣
北
卒
の
燕
王
府
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。

辛
未
六
月
入
り
て
聖
節
を
賀
す
e

遣
は
北
卒
府
を
経
る
。
太
宗
皇
一
帝
は
燕
邸
に
在
り
て
意
を
傾
け
て
こ
れ
に
待
す
。

(
超
)
凌
退
い
て
人

に
語
げ
て
日
く
、

「
王
大
志
有
り
、
其
れ
殆
ど
外
藩
に
在
ら
ざ
る
か
」
と
。

(
『
李
朝
貫
録
』
太
宗
、
各
九
、
五
年
六
月
辛
卯
〉
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燕
王
に
よ
り
格
別
の
も
て
な
し
を
受
け
た
趨
淡
は
退
出
し
て
か
ら
、
燕
王
に
は
外
藩
の
王
に
と
ど
ま
ら
な
い
大
き
な
野
心
が
あ
る
こ
と
を
人
に

告
げ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
先
立
つ
前
年
の
三
月
に
は
、
燕
王
の
率
い
る
部
隊
が
故
元
の
太
尉
乃
児
不
花
を
卒
定
し
、
そ
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
洪

(

必

)

武
一
帝
一
は
、
群
臣
に
向
か
っ
て
「
沙
漠
を
清
す
る
者
は
燕
王
な
り
。
脹
は
北
顧
の
憂
い
無
か
ら
ん
」
と
言
わ
し
め
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
燕
王
の
軍

事
的
な
才
能
が
洪
武
一
帝
に
高
く
評
債
さ
れ
北
迭
の
守
り
を
任
さ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
燕
王
も
高
麗
か
ら
の
使
節
に
劃
し
て
誠
意
を

込
め
て
接
待
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
と
は
い
え
、
洪
武
二
十
四
年
六
月
と
い
え
ば
洪
武
一
帝
が
後
事
を
託
そ
う
と
し
て
い
た
皇
太

子
が
病
で
急
死
す
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
貼
で
高
麗
使
節
越
淡
が
す
で
に
見
抜
い
た
燕
王
の
外
藩
の
王
に
と
ど
ま
ら
な
い
大
き
な
野

心
と
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
前
朝
の
大
内
に
王
府
宮
城
を
興
え
ら
れ
、
そ
こ
で
青
年
時
代
を
過
ご
す
と
い
う
例
外
的
な
環

境
の
中
で
次
第
に
匪
胎
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
李
朝
が
成
立
し
て
か
ら
も
明
朝
へ
の
使
節
が
南
京
に
向
か
う
途
次
燕
王
府
に
立
ち
寄
る
こ
と
は
、

ほ
ぼ
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
洪
武

83 

二
十
七
年
九
月
の
洪
武
帝
の
寓
書
聖
節
を
祝
賀
す
る
べ
く
朝
鮮
園
王
李
日
一
か
ら
涯
遣
さ
れ
た
世
子
ら
一
行
も
、
燕
王
府
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
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(

川

町

)

こ
の
と
き
、
燕
王
は
衛
士
も
つ
け
ず
に
世
子
に
接
見
し
、
親
し
く
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
。
翌
二
十
八
年
に
は
、
朝
鮮
側
が
燕
王
の
求
め
に
鹿

じ
て
鞍
附
き
の
朝
鮮
馬
を
迭
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
報
告
を
う
け
た
洪
武
一
帝
は
朝
鮮
が
燕
王
と
私
的
に
交
わ
る
も
の
と
し
て
、
節
目
使
の
一
行
の

(ω) 

逼
事
と
押
馬
の
二
人
を
雲
南
金
歯
衛
へ
の
流
刑
に
鹿
す
る
事
件
も
起
き
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
燕
王
府
が
元
の
粛
脂
内
に
置
か
れ
、
そ
の
宮
城
は
元
の
大
内
宮
城
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き

た
。
以
下
で
は
、
そ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
を
、
皇
子
朱
様
の
北
卒
配
置
と
燕
王
府
建
設
過
程
に
湖
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

燕
王
府
設
置
を
め
ぐ
っ
て

l 

皇
子
朱
棟
の
北
卒
配
置

『
明
太
粗
貫
録
』
巻
七
一
、
洪
武
五
年
正
月
戊
寅
の
僚
に
は
、

王
府
の
護
衛
設
置
に
閲
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
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龍
虎
衡
を
改
め
て
燕
山
護
衛
と
篤
す
。

O
西
安

・
太
原
・
贋
西
の
三
護
衛
を
置
く
。

洪
武
三
年
に
分
封
さ
れ
た
十
名
の
諸
王
の
中
で
も
、
早
期
に
就
落
が
議
定
さ
れ
て
い
た
秦
王
・
菅
王
・
燕
王
・
靖
江
王
の
四
王
に
封
し
、

の

時
黙
で
そ
れ
ぞ
れ
護
衛
が
配
備
さ
れ
た。

西
安
・
太
原
・
北
卒
に
護

ま
ず
燕
王
の
燕
山
護
衛
改
編
を
掲
げ
て
、
衣
に
ほ
か
の
一
一
一
王
の
護
衛
設
置
を
ま
と
め
て
-
記
し
て
い
る
。

従
孫
の
守
謙
は
別
に
し
て
、

本
来
で
あ
れ
ば

諸
子
の
年
齢
の
順
に
、

衡
を
置
く
と
書
か
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、

こ
れ
は
、
現
行
の
『
太
租
貫
録
』
が
燕
王
、

の
ち
の
永
繁
一
帝
を
中
心
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
如
寅
に
示
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
永
柴

十
六
年
に
謹
呈
さ
れ
た
三
修
本
『
太
組
貫
録
』
は
、
燕
王

へ
の
皇
位
糧
承
の
正
嘗
性
を
明
ら
か
に
す
べ
く
改
鼠
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い

え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
明
初
に
残
さ
れ
た
根
本
史
料
と
し
て
、
こ
れ
を
利
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
も
ま
た
事
寅
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た

現
行
の
『
太
租
貫
録
』
の
性
格
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
洪
武
期
に
お
け
る
燕
王
府
を
復
元
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
す
で
に
指
摘
さ

(

ω

)

 

不
断
に
襲
化
し
た
と
い
う
黙
に
も
留
意
し
た
い
。

れ
て
い
る
よ
う
に
、
諸
王
の
中
で
燕
王
朱
様
の
地
位
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
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燕
王
が
北
卒
に
封
じ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
燕
王
自
身
の
す
ぐ
れ
た
資
質
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
永

繁
一
帝
一
自
身
も
、
か
つ
て
皇
太
孫
膳
基
(
の
ち
の
宣
徳
一
帝
〉
に
こ
う
語
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

き
だ

天
下
既
に
定
ま
り
、
高
皇
帝
一
は
前
の
故
都
た
る
を
念
い
、
諸
子
よ
り
筒
び
、
以
て
我
に
こ
の
一
方
を
実
む
る
を
命
ぜ
り
。
我
は
惟
だ
夙
夜

敬
し
み
勘
み
、

敢
え
て
怠
寧
せ
ず
、

以
て
仰
ぎ
て
高
皇
帝
の
付
託
の
重
き
に
副
え
た
り
。

(
明
宣
宗
撰
「
御
製
庚
寒
酔
記
」

『
紀
録
集
編
』
巻

七
所
牧
〉

永
繁
一
帝
は
、
北
京
が
前
朝
の
都
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
太
祖
洪
武
帝
が
諸
子
の
中
か
ら
と
く
に
自
分
を
選
ん
で
封
じ
た
と
し
て
い
る
。
引
用
し

た
部
分
の
前
に
、
「
永
築
中
に
脹
嘗
て
皇
租
に
侍
し
」
た
こ
ろ
と
あ
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
皇
太
孫
膳
基
が
北
京
巡
幸
中
か
あ
る
い
は
遜

都
後
に
、
か
の
西
苑
に
あ
る
金
朝
以
来
の
離
宮
贋
寒
殿
で
永
楽
一
帝一
よ
り
直
々
に
聞
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
巡
幸
中
ま
た
は
遷
都
後
の
い
ず
れ
に

せ
よ
、
北
京
は
す
で
に
都
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
事
買
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
金
朝
や
元
朝
の
都
で
も
あ
っ
た
こ
の
地
に
と
く
に
封
じ
ら

れ
た
こ
と
が
、
自
分
に
劃
す
る
太
租
の
「
付
託
の
重
き
」
を
示
す
も
の
と
い
う
文
脹
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
『
明
太
宗
貫
録
』
巻
一
も
、

洪
武
三
年
四
月
乙
丑
、
太
粗

諸
子
を
封
建
す
る
に
、
燕
は
奮
京
且
つ
北
虜
に
近
き
を
以
て
、
以
て
鎮
服
す
べ
き
者
を
揮
ぶ
。
遂
に
以
て
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上
を
封
ぜ
り
。

と
あ
り
、
元
朝
の
都
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
と
郷
接
す
る
と
い
う
理
由
も
加
え
て
朱
様
が
選
ば
れ
た
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
針
し
て
近
年
、
一
商
俸
や
朱
鴻
の
研
究
で
は
、
燕
王
は
嘗
初
か
ら
諸
王
の
中
で
特
別
な
地
位
を
興
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
洪

(

日

〉

(

臼

)

武
一
帝
や
そ
の
営
時
の
人
々
に
と
っ
て
北
卒
の
持
つ
重
要
性
は
十
分
認
識
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
佐
藤
文
俊
は
、

「
特
に

ど
の
地
が
重
要
と
い
う
よ
り
、
北
迭
の
守
り
に
お
い
て
い
ず
れ
も
重
要
」
で
あ
り
、

「
年
長
順
に
地
理
的
に
南
京
か
ら
遠
い
そ
う
し
た
地
域
へ

順
に
就
藩
さ
せ
た
も
の
」
と
推
定
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
諸
王
封
建
に
つ
い
て
の
具
瞳
的
検
討
は
、
『
租
訓
録
』
の
編
纂
に
着
手
し
た
洪
武
二
年
四
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
こ
の
時
貼
か
ら
十
名
の
王
伺
町
、
が
決
定
し
諸
王
に
封
じ
ら
れ
る
三
年
四
月
ま
で
の
北
迭
の
情
勢
が
ま
ず
検



討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
行
省
の
設
置
に
つ
い
て
み
る
と
、

二
年
三
月
に
北
卒
行
省
が
置
か
れ
た
(『明
太
租
貫
録
』
各
四

O
、
洪
武
二
年
三
月
笑
丑
)
。

翌
四
月
に
は

快
西
行
省
と
山
西
行
省
が
置
か
れ
て
、
明
朝
の
西
北
地
域
の
行
政
支
配
の
瞳
制
が
、
こ
の
時
期
に
ほ
ぼ
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
(
同
書
巻
四
て
洪

武
二
年
四
月
戊
辰
〉
。

主
府
は
「
藩
扉
」
と
し
て
軍
事
的
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、

」
れ
と
密
接
に
関
わ
る
行
都
督
府
に
つ
い
て
み
る
と
、

諸
王
を
封
建
し
た
二
か
月
後
の
六
月
に
、
快
西
・
北
卒
・
山
西
の
各
行
都
督
府
を
設
け
て
い
る
。

快
西
・
北
卒

・
山
西
行
都
督
府
を
設
く
。

(
同
書
各
五
三
、
洪
武
三
年
六
月
壬
申
)

三
行
都
督
府
の
中
で
も
、
軍
事
的
最
前
線
の
快
西
行
都
督
府
が
ま
ず
筆
頭
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
遼
東
方
面
に
い
た
元
将
納

恰
出
ら
の
動
き
は
ま
だ
活
援
化
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
貼
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
軍
事
的
最
前
線
は
快
西
や
山
西
に
あ
り
、

北
卒
よ
り
も
西
安
、

太
原
の
方
が
軍
事
的
に
重
要
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

従
っ
て
、

最
前
線
か
ら
第
二
子
以
下
を
順
(
時
計
回
り
〉
に
配
置
し

た
結
果
が
、
第
二
子
は
秦
王
、
第
三
子
は
耳
目
玉
、
第
四
子
は
燕
王
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
先
の
、
氷
繁
一
帝
自
身
の
説
明
と
は
異
な
っ
て
、

ニレ主ニ

ナ
'
4
dよ
7
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ま
燕
王
が
北
卒
に
配
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
、
同
書
巻
一
一
て
洪
武
十
年
正
月
辛
卯
の
僚
に
載
せ
る
就
落
直
前
の
三
王
府
護
衛
の
兵
士
敷
は
、
以
下
の
ご
と
く
ほ
ぼ
等
し
く
、

(

臼

)

こ
の
時
貼
で
は
三
王
府
と
も
同
等
の
扱
い
が
な
さ
れ
、
燕
王
府
に
特
別
な
地
位
を
輿
え
て
い
た
わ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
を
謹
す
る
で
あ
ろ
う
。

秦
府
西
安
護
衛

菅
府
太
原
護
衛

燕
府
燕
山
護
衛

奮
軍

一
、
四
五
一
人

羽
林
衛
軍

二
、
ニ
六
四
人

計

三
、
七
一
五
人

蓄
軍

一
、
六
三

O
人

輿
武
等
衛
箪

二
、
二
五
一
人

言十

三
、
八
八
一
人

一
二
、
六
二
七
人

西
安

・
鳳
朔
・
卒
涼

・
慶
陽
・
延
安
・
輩
昌
・
臨
挑
の
諸
府
の
奮
軍
内
か
ら
一
高
九
千
人
を

選
び
秦
王
府
護
衛
の
寧
土
に
充
て
る
こ
と
を
長
興
侯
欧
照
文
に
命
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
(
同
書
各
八
二
、
洪
武
六
年
五
月
丙
午
〉
。
嘗
-
一
初
は
、
親
王

の
中
で
も
最
年
長
の
秦
王
府
の
護
衛
を
増
強
し
、
西
安
を
北
漫
防
衛
の
援
貼
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

嘗
軍

一
、
三
六
四
人

金
吾
左
等
衛
軍

二
、
二
六
三
人

計

も
っ
と
も
、
こ
れ
以
前
の
洪
武
六
年
五
月
に
は
、

87 
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以
上
の
よ
う
な
燕
王
配
置
と
護
衛
編
制
か
ら
判
断
し
て
、
そ
の
王
府
が
元
の
故
宮
に
置
か
れ
た
の
も
、
燕
主
に
特
別
な
地
位
を
興
え
よ
う
と

す
る
洪
武
一
帝
の
意
闘
に
援
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
要
因
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
こ
の
黙
を
燕
王
府
の
建
設
過
程
を
追
い
な

が
ら
考
察
し
た
い
。

2 

燕
王
府
の
建
設
過
程

(

臼

)

前
に
も
燭
れ
た
よ
う
に
諸
王
の
宮
殿
建
設
は
、
洪
武
四
年
十
月
に
太
原
の
菅
王
府
な
ど
か
ら
着
手
さ
れ
た
。
燕
王
府
に
つ
い
て
も
、

お
そ
ら

く
五
年
末
に
は
始
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
翰
林
撃
士
宋
前
は
、
こ
の
年
の
秋
に
北
卒
の
地
を
訪
れ
て
、
元
の
大
都
故
宮
の
有
震
轄
獲
の
あ
り
さ
ま

を
詠
っ
て
い
る
。
ま
ず
『
西
隠
集
』
巻
三
「
客
北
卒
聞
行
人
之
語
感
而
成
詩
四
首
」
の
其
こ
に
は
、

猶
お
宮
摘
を
指
し
て
大
都
と
読
う

行
人
は
千
歩
廊
の
前
に
過
ぎ
り
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と
あ
る
。
行
人
が
か
つ
て
の
千
歩
廊
の
前
に
立
ち
寄
り
、
眼
前
の
宮
踏
を
指
差
し
て
「
あ
れ
が
大
都
で
す
よ
」
と
撃
を
奉
げ
た
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
大
内
宮
脂
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
破
壊
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
同
巻
「
壬
子
秋
遁
故
宮
十
九
首
」
の
其
七
に
は
、

九
華
の
宮
肢
は
燕
王
の
府

百
辞
の
門
庭
は
成
卒
の
家

と
あ
り
、
大
都
の
豪
華
絢
欄
た
る
宮
殿
が
い
ま
や
燕
王
府
に
改
め
ら
れ
、
守
備
兵
が
駐
屯
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
其
十
三
に
は
、

き
ぎ
は
し

虎
衡
は
龍
壊
に
人
見
え
ず

民
兵
は
馬
に
騎
り
粛
摘
を
出
づ

と
あ
り
、

か
つ
て
は
近
衛
兵
で
警
護
さ
れ
て
い
た
宮
殿
の
階
に
は
人
影
も
見
え
ず
、
代
わ
り
に
屯
成
の
兵
が
馬
に
跨
っ
た
ま
ま
元
の
粛
艦
内
に

出
入
り
す
る
様
子
を
詠
っ
た
。
屯
成
の
兵
の
言
及
は
あ
る
も
の
の
、

工
匠
の
存
在
に
つ
い
て
は
全
く
鯛
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
燕
王
府
に
改
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
は
い
え
、

ま
だ
本
格
的
な
工
事
は
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
洪
武
六
年
三
月
に
は
燕
相
府
が
王
府
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
上
奏
し
て
い
る。

燕
相
府
言
え
ら
く

「
先
ご

ろ
嘗
て
詔
を
奉
ず
る
に
、
土
木
の
工
、
民
を
第
し
衆
を
動
す
る
を
以
て
、
城
池
を
修
す
る
を
除
く
の
外
、
そ



の
徐
の
王
府
の
公
廃
造
作
は
、
暫
く
停
罷
す
ベ
し
。
い
ま
祉
寝
山
川
壇
の
望
殿
未
だ
覆
わ
ず
、
玉
城
門
未
だ
壁
せ
ざ
れ
ば
、
風
雨
の
痩
っ

と
こ
ろ
と
帰
る
を
恐
る
。
乞
う
ら
く
は
、
保
定
等
府
の
宥
罪
織
作
の
人
を
以
て
こ
れ
を
完
う
せ
ん
」
と
。
上
、
社
稜
・
山
川
霊
殿
は
巌
潔

工
匠
を
用
い
て
こ
れ
を
漏
ら
し
む
。
織
作
の
人
に
命
じ
て
、
但
だ
城
門
を
壁
せ
し
む
る
の
み
。
(
『
明
太
租
寅
録
』
巻
八

の
地
た
る
を
以
て
、

。
、
洪
武
六
年
三
月
己
未
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
燕
王
府
で
は
工
事
が
す
で
に
始
ま

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
き
の
詔
で
は
、
城
池
以
外
の
王
府
街
門
の
建
設
工
事
に

お
そ
ら
く
秋
ま
で
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
社
程
壇
・
山
川
壇
の
望
般
と
城
門
に
つ
い
て
は
特
例
と
し
て
工

つ
い
て
は
、

一時、

匠
や
罪
人
を
用
い
た
工
事
の
纏
績
を
許
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
、
燕
王
府
の
工
事
を
措
嘗
し
て
い
た
の
は
、
燕
王
府
左
相
で
兼
同
知
大
都
督
府
事
・
北
卒
行
省
参
知
政
事
の
華
雲
龍
で
あ
っ
た
。

雲
龍
は
北
卒
を
鎮
し
、
威
名
甚
だ
著
わ
る。

O
、
洪
武
七
年
六
月
葵
亥
)

王
府
を
建
造
し
、

北
卒
城
を
増
築
す
る
に
、

其
の
力
多
き
と
篤
す
。

(
『
明
太
租
貫
録
』
各
九
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雲
龍
は
、
朱
元
理
の
郷
里
に
近
い
定
遠
の
人
で
、
早
く
か
ら
朱
元
葦
の
奉
兵
に
つ
き
従
っ
た
。

北
伐
に
あ
た
っ
て
は
大
将
軍
徐
達
と
と
も
に
大

(
日
)

都
を
攻
略
し
、
開
園
の
功
臣
と
し
て
准
安
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
元
の
丞
相
脱
脱
の
邸
宅
に
住
ん
だ
り
、
元
の
皇
帝
一
や
皇
后
が
用
い
た

什
器
や
金
玉
の
賓
器
を
身
分
を
わ
き
ま
え
ず
使
用
し
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
元
に
仕
え
て
い
た
官
員
す
べ
て
を
江
南
に
護
迭
す
る
と
い
う
敷
旨
を

貫
行
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
南
京
へ
の
召
還
を
命
じ
ら
れ
て
、
そ
の
途
決
の
七
年
六
月
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
洪
武
一帝
は
、

六
年
十
一
月
北
卒
に
元
世
租
廟
の
設
立
を
命
ず
る
な
ど
、
か
つ
て
元
朝
の
都
が
置
か
れ
て
い
た
北
卒
の
持
つ
政
治
的
重
要
性
を
再
認
識
し
つ
つ

洪
武
一
帝
の
叱
責
の
封
象
と
さ
れ
た

あ
っ
た
(
同
書
巻
八
六
、
洪
武
六
年
十
一
月
笑
丑
)
。

〈
日
〉

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
雲
龍
は
そ
の
後
南
京
の
難
龍
山
の
功
臣
廟
に
杷
ら
れ
、

こ
う
し
た
中
で
、
分
を
わ
き
ま
え
な
い
雲
龍
の
一
件
が
、

そ
の
僧
位
は
子
の
中
が
世
襲
し
て
お
り
、
功
臣
の
地
位
を
失
っ

た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
(
同
書
径
九
六
、

洪
武
八
年
正
月
辛
未
、
各
一
一

O
、
九
年
十
一
月
庚
寅)。
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華
雲
龍
の
召
還
後
は
、
曹
園
公
李
文
忠
が
燕
王
府
の
改
造
工
事
に
開
興
し
て
い
た
こ
と
が
、
燕
王
が
表
兄
に
あ
た
る
文
忠
に
興
え
た
書
簡
に
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(
m
む

よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
因
み
に
、
李
文
忠
は
世
田
時
征
虜
左
副
将
軍
と
し
て
山
西
・
北
卒
に
往
き
軍
馬
を
調
え
統
率
し
て
い
た
。

あ
ら
ゆ
る

燕
王
い
ま
承
奉
呉
鮮
を
遣
わ
し
、
手
書
を
賛
ら
し
表
兄
曹
園
公
に
致
す
、
営
造
の
事
の
痛
に
す
。
所
有
宮
殿
を
相
度
し
、
存
す
べ
き
も

(生
9
)

の
は
存
し
、
若
し
無
用
の
も
の
は
訴
去
し
、
須
ら
く
停
嘗
な
る
を
要
む
。
そ
の
替
房
は
務
め
て
好
去
に
布
置
し
、
法
の
如
く
起
蓋
す
る
を

や

要
む
。
開
河
の
事
、
若
し
人
力
有
ら
ば
、
以
て
工
を
輿
こ
す
べ
し
。
若
し
人
力
敷
ら
ざ
れ
ば
且
ら
く
駄
め
よ
。
い
ま
仲
夏
に
嘗
り
て
、
宣

(
関
)

し
く
善
く
保
つ
ベ
し
、
不
具
。
洪
武
九
年
四
月
日
ハ
『
岐
陽
世
家
文
物
述
孜
』
の
屋
免
之
「
李
文
忠
集
停
」
所
枚
〉

(
印
)

北
卒
に
就
藩
す
る
以
前
で
鳳
陽
に
滞
在
し
て
い
た
燕
王
が
興
え
た
指
示
は
、

元
の
宮
殿
で
利
用
で
き
る
も
の
は
再
利
用
し
、
無
用
な
も
の
は
取

り
壊
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
段
階
で
宮
城
部
分
の
工
事
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
一
ホ

L
て
い
る
。

「
替
房
」
と
は

「
開
河
」
は
、
城
河
(
護
城
河
と
も
い
う
〉
の
開
撃
を
指
し
て
い
る
。
洪
武
四
年

(ω
〉

王
府
の
城
河
は
潤
十
五
丈
、
深
三
丈
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
結
局
、
燕
王
府
の
場
合
に
は
他
の
王
府
と
は
異
な
り
開
撃
し
て

王
府
護
衛
の
詰
め
所
で
あ
り
、

の
規
定
で
は
、

い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
燕
王
府
の
場
合
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
元
の
故
宮
の
粛
摘
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、

(

口

出

)

節
約
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

工
事
費
を
省
き
財
源
を

- 90ー

と
こ
ろ
で
、
燕
王
が
王
府
の
営
造
に
つ
い
て
こ
う
し
た
指
示
を
直
接
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
嘗
初
は
諸
王
に
あ
る
程
度
の
裁

(

臼

)

量
が
興
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
そ
の
宮
般
門
煎
や
城
門
棲
の
瓦
は
、
皇
太
子
の
宮
殿
と
同
様
に
青
色
の
瑠
璃
瓦
で
覆
わ
れ
、
宮

(
臼
)

殿
内
の
装
飾
も
東
宮
に
準
じ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
燕
王
の
み
な
ら
ず
他
の
諸
王
も
同
様
で
あ
っ
た
。

燕
王
が
李
文
忠
に
こ
の
世
盲
簡
を
出
す
数
か
月
前
の
正
月
に
は、

燕
王
の
妃
と
し
て
太
停
中
書
右
丞
貌
園
公
徐
達
の
長
女
を
珊
立
し
た
(
同
書

巻一

O
三
、
洪
武
九
年
正
月
壬
午
)
。
燕
王
が
妃
を
迎
え
た
の
は
、
皇
太
子
(
四
年
四
月
、
開
卒
忠
武
王
常
遇
春
の
長
女
を
朋
立
)
、
秦
王
(
四
年
九
月
、
故

元
太
閣
時
中
書
右
丞
相
河
南
王
王
保
保
の
妹
を
規
立
)
、

E

目
玉
(
六
年
八
月
、
青
王
左
侍
兼
太
原
衡
都
指
揮
使
謝
成
の
娘
を
筋
立
)
に
綴
く
も
の
で
、
順
嘗
な
も

の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
北
伐
の
功
績
が
大
き
く
武
臣
の
中
で
は
第

一
の
功
臣
に
封
じ
ら
れ
た
徐
達
の
長
女
を
迎
え
た
こ
と
は
、
そ
の
の
ち
燕

王
が
北
方
で
買
力
を
蓄
え
て
い
く
う
え
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。



き
て
、

洪
武
九
年
閏
九
月
、

星
漢
に
よ
り
一
帝
が
直
言
を
求
め
た
の
に
麿
じ
て
、
山
西
の
卒
遁
懸
訓
導
葉
伯

E
(字
、
居
升
)
が
「
高
言
書
」

「
求
治
太
速
」
の
三
賠
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
葉
が
「
事
見
る
こ
と
難
く
し
て
患
い
速

「
用
刑
太
繁
」

を
上
奏
し
た
。
上
奏
は
「
分
封
太
修
」

し
」
と
し
て
重
視
し
た
諸
王
分
封
問
題
に
つ
い
て
は
、
靖
江
王
・
秦
王
・
晋
王
の
就
藩
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
た
佐
藤
文
俊
に
よ
る
専
論
が
あ

(
町
田
〉

る
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
燕
王
府
と
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
慣
れ
て
お
き
た
い
。
孫
句
『
皇
明
疏
紗
』
巻
一
、
君
道
一
、
業
居
升
「
上
高
言

書
疏
」
に
は
、

園
家
は
土
を
裂
き
分
封
し
、
諸
王
を
し
て
各
お
の
分
地
有
ら
し
め
以
て
藩
扉
を
樹
て
、
以
て
古
制
を
復
す
。
蓋
し
宋
・
元
の
孤
立
し
、
宗

室
競
わ
ざ
る
の
弊
に
懲
り
る
な
り
。
然
し
て
秦
・
音
・
燕
・
費
・
梁
・
楚
・
呉
・
聞
の
諸
園
、
各
お
の
そ
の
地
を
輩
し
て
こ
れ
を
封
ず
。

ふ
る

都
城
宮
室
の
制
、
慶
狭
大
小
は
天
子
の
都
に
臣
、
ぎ
、
こ
れ
に
賜
う
に
甲
兵
衛
士
の
盛
を
以
て
す
。
尾
大
に
し
て
捧
わ

ず
、
然
る
後
そ
の
地
を
制
り
て
こ
れ
が
権
を
奪
わ
ば
、
則
ち
そ
の
怨
み
を
起
さ
ん
こ
と
を
恐
る
。

臣
は
数
世
の
後
、

と
あ
り
、
秦
・
音
・
燕
等
の
王
園
で
は
ほ
と
ん
ど
が
王
府
の
領
地
と
な
り
、
そ
の
王
府
の
宮
室
は
天
子
の
居
る
都
に
見
紛
う
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
明
の
諸
王
分
封
は
椋
米
を
興
え
る
食
封
制
で
あ
り
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
土
地
を
割
い
て
興
え
る
も
の
で
は
な

(

臼

)

か
っ
た
。
す
で
に
そ
の
年
二
月
に
は
、
親
王
と
公
主
に
劃
す
る
多
額
の
歳
支
も
規
定
さ
れ
た
。
た
だ
、
葉
が
上
奏
し
た
時
黙
で
は
、
諸
王
の
就

- 91ー

藩
は
ま
だ
賞
現
し
て
お
ら
ず
、
食
封
制
も
貫
際
に
は
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
王
固
に
は
、
宗
廟
の
み
な
ら
ず
吐
覆
壇
が
設
け
ら
れ
た

(

印

)

ハ

m
w
)

こ
と
、
す
で
に
珊
封
を
受
け
た
公
主
に
は
田
荘
を
賜
輿
し
、
そ
の
徴
税
権
が
輿
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
誤
っ
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。そ

の
都
城
宮
室
が
天
子
の
都
に
見
紛
う
と
葉
が
指
摘
し
た
の
は
、
元
の
大
都
斎
橋
内
に
設
け
ら
れ
た
燕
王
府
を
員
っ
先
に
念
頭
に
置
い
た
も

の
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
方
孝
孫
の
手
に
な
る
「
葉
伯

E
・
鄭
士
利
俸
」
(
『
遜
志
策
集
』
巻
一
二
所
枚
〉
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
分
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封
地
が
「
千
里
を
臨
燃
え
る
」
園
と
し
て
燕
・
秦
・
菅
・
楚
を
奉
げ
、
な
か
で
も
燕
王
を
筆
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

い

わ

ゆ

る

お

お

所
謂
分
封
太
だ
修
し
と
は
、
天
子
畿
内
の
地
千
里
に
止
ま
る
、
而
る
に
燕
・
秦
・
晋
・
楚
の
千
里
を
撤
る
の
園
、
以
て
年
少
に
し
て
未
だ
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事
に
達
せ
ざ
る
の
王
を
封
ず
、
事
無
け
れ
ば
則
ち
購
侠
し
、

事
有
ら
ば
則
ち
腕
田
乱
を
箆
し
易
し
。

こ
れ
人
の
未
だ
知
ざ
る
と
こ
ろ
な
る

も、

而
し
て
臣
の
所
謂
患
い
を
震
す
こ
と
見
難
き
も
の
な
り
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
建
文
年
聞
に
方
孝
揺
が
こ
の
俸
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
建
文
政
権
に
身
を
置
く
彼
が
、
諸
王
の
中
で
も
燕
王

の
存
在
に
最
も
注
意
を
排
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
太
租
貫
録
』
で
は
、
こ
の

「
寓
言
書
」
に
つ
い
て
全
く
燭
れ
て
い
な
い
の
は
、

‘
-

0

・-、

7
7
 
そ
の
燕
王
、

の
ち
の
永
繁
一
帝一
の
下
で
編
纂
さ
れ
た
三
修
本

か
え
っ
て
葉
伯

E
の
批
剣
が
燕
王
自
身
に
向
け
ら
れ
て
レ
た

」
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。

目
前
に
迫
っ
た
諸
王
の
就
藩
に
向
け
て
整
備
を
準
め
て
い
た
王
府
制
度
を
批
剣
さ
れ
た
洪
武
一
帝
は
逆
上
し
て
、

に

く

し

ん

ま

が
家
の
骨
肉
を
疎
開
す
る
や
。
我
こ
れ
を
見
る
に
且
に
心
憤
ら
ん
と
す
。
況
し
て
や
吾
が
見
を
し
て
こ
れ
を
見
せ
し
め
ん
や
。

(

印

山

)

て
以
て
来
い
。
吾
が
ま
さ
に
手
ず
か
ら
こ
れ
を
射
こ
ろ
し
、
そ
の
肉
を
吸
わ
ん
と
す
る
の
み
」
と
述
べ
た
と
レ
ぅ
。
葉
伯

E
は
投
獄
さ
れ
、
獄

中
で
死
ん
だ
。
じ
つ
は
、
葉
の
上
奏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
王
府
制
度
の
問
題
貼
は
、
朝
廷
内
で
も
あ
る
程
度
認
識
さ
れ
て
レ
た
ら
し
く
、
こ
れ

乙
ゃ
っ

「
小
子
は
、
何
ぞ
敢
え
て
吾

速
く
取
ら
え

腐
の
諸
司王
に府
劃へ
すの
る規
開制
興が
が衣
禁第
止に
さ強
れー化
た69さ
。)れ

て

つ

t.:.. 

洪
武
九
年

は

以
降
、

王
府
官
の
行
省
兼
官
が
改
め
ら
れ
、
十
一
年
に
は
親
王
の
行
省
所

- 92ー

ま
た
洪
武
十
一
年
七
月
に
は
、
諸
王
府
の
宮
城
の
規
模
に
関
す
る
基
準
が
新
た
に
定
め
ら
れ
た
。

工
部
奏
す
ら
く
、
諸
王
園
の
宮
城
の
縦
貫
未
だ
定
制
有
ら
ず
、
請
う
ら
く
は
沼
田
府
を
以
て
準
と
矯
さ
ん
。
周
園
は
三
里
三
百
九
歩
五
寸
、

東
西
は
一
百
五
十
丈
二
寸
五
分
、
南
北
は
一
百
九
十
七
丈
二
寸
五
分
な
り
e

制
し
て
日
く
、
可
な
り
、
と
。

(
『
明
太
租
貫
録
』
巻
二
九
、

洪
武
十
一
年
七
月
乙
酉
)

諸
王
府
の
宮
城
を
建
設
す
る
に
あ
た
っ
て
、
亙
国
王
府
の
規
模
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
工
部
が
提
案
し
て
裁
可
さ
れ
た
。
そ
の
規
模
は
、

周
圏
三

里
三

O
九
歩
五
寸
で
約
二

・
二
キ
ロ
あ
ま
り
、
東
西
は
四
八

0
メ
ー
ト
ル
、
南
北
は
六
二
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
の
葉
伯

E
の

批
判
後
に
改
め
て
基
準
が
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
燕
王
府
の
工
事
が
完
了
す
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
洪
武
十
二
年
十
一
月
の
こ
と



し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
決
定
が
出
さ
れ
た
時
黙
で
は
燕
王
の
宮

城
部
分
は
ほ
ぼ
出
来
上
が
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
基
準
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
れ
以
後
の

で
、
こ
の
基
準
が
出
さ
れ
た
一
年
あ
ま
り
後
に
な
る
。

「
九
そ
諸
王
の
宮
室
は
、
並
び
に
己
定
の
格
式
に
依
り
て
起
蓋
し
、
分
を
犯
す
を
許
さ
ず
。
燕
は
元
の
奮
有

(

初

)

に
因
る
」
と
い
う
燕
王
府
適
用
除
外
の
注
記
が
新
た
に
附
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

『
租
訓
録
』
の
営
繕
の
僚
に
は
、

さ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に

『
明
太
租
貫
録
』
巻
一
二
七
、
洪
武
十
二
年
十
一
月
甲
寅
の
僚
に
は
、
燕
王
府
の
営
造
工
事
が
完
了
し
、
完
成

圃
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
の
腫
仁
門
、

西
の
遣
義
門
、
南
の
端
櫨
門
、
北
の
贋
智
門
の
四
門
か
ら
な
る
宮

城
(
玉
城
)
と
そ
の
外
側
に
周
垣
が
設
け
ら
れ
る
二
重
構
造
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
宮
城
外
の
周
垣
の
四
門
の
う
ち
、
別

個
の
名
稽
が
輿
え
ら
れ
た
の
は
、
南
の
霊
星
門
の
み
で
あ
り
、
東

・
酋

・
北
の
三
門
に
つ
い
て
は
、
門
名
は
別
に
興
え
ら
れ
ず
、
宮
城
の
瞳
仁

門
、
遺
義
門
、
贋
智
門
の
名
が
兼
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
洪
武
七
年
正
月
の
定
制
で
は
、
親
王
府
の
宮
城
に
は
あ
く
ま
で
東
の
憧
仁
門
、
西
の

(

九

)

遅
義
門
、
南
の
端
躍
門
、
北
の
贋
智
門
の
四
門
が
置
か
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
レ
る
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
酷
か
ら
判
断
し

(
補
註
)

て
、
貫
録
に
い
う
周
垣
は
元
の
粛
脂
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
南
門
の
霊
星
門
は
、
元
の
粛
脂
南
門
の
霊
星
門
と
同
一
名
稽
が
興
え
ら
れ
て
お
り
、

(

η

)

 

」
れ
も
踏
襲
し
た
可
能
性
が
高
い
。
近
年
、
萎
舜

源
は
現
在
の
故
宮
の
武
英
殿
東
に
あ
る
断
虹
橋
を
元
代
の
大
内
の
崇
天
門
外
の
周
橋
で
あ
る
と
主
張
し
、
元
の
大
内
の
中
軸
線
を
現
在
の
故
宮

(η
〉

の
中
軸
線
の
西
方
一
五

0
メ
ー
ト
ル
前
後
に
位
置
す
る
と
比
定
し
て
い
る
。
ま
た
本
来
、
三
虹
か
ら
な
っ
て
い
た
周
橋
の
南
側
二
虹
を
裁
断
し

一
虹
に
改
造
し
た
時
期
を
永
築
年
聞
の
紫
禁
城
建
設
時
期
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
萎
が
燕
王
府
日
西
苑
設
に
立
っ
て
い
る
こ
と
と
も
闘

係
す
る
が
、
燕
王
府
の
宮
城
が
元
の
大
内
に
位
置
し
て
い
た
と
す
る
と
、

周
橋
の
裁
断
は
洪
武
年
聞
の
燕
王
府
へ
の
改
造
が
行
わ
れ
た
際
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
垣
内
に
は
、
宮
城
端
躍
門
の
東
に
宗
廟
、

(

丸

〉

そ
の
西
側
に
山
川
壇
や
旗
講
師
廟
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
位
置
は
不
明
で
あ
る

〈

万

)

王
府
の
旅
米
を
貯
蔵
す
る
贋
有
倉
も
置
か
れ
て
レ
た
。

西
に
社
理
壇
、

93 

が
、
護
衛
指
揮
使
司
や
儀
衛
司
、
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か
く
し
て
燕
王
府
の
営
造
工
事
が
完
成
し
、
数
か
月
後
の
十
三
年
三
月
に
、
燕
王
は
北
卒
に
就
落
し
た
。
こ
の
時
ま
で
に
、
燕
山
中
・
左
二

護
衛
の
侍
従
す
る
将
士
は
五
、
七
一

O
人
に
ま
で
増
加
し
、
さ
ら
に
九
月
に
は
北
卒
の
大
奥
右
衛
が
燕
山
右
護
衛
に
改
め
ら
れ
、
こ
こ
に
燕
王

(

苅

〉

府
の
三
護
衛
が
す
べ
て
揃
っ
た
。

以
上
、
燕
王
朱
様
の
北
卒
配
置
と
そ
の
王
府
建
設
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
燕
王
を
北
卒
に
封
じ
た
の
は
、
洪
武
一
一帝
が
嘗
初
か
ら
特
別

な
意
園
の
も
と
に
配
置
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
燕
王
府
に
元
の
故
宮
が
利
用
さ
れ
た
の
は
、
洪
武
二
年
九
月

〈

W
)

の
中
都
の
設
置
を
め
ぐ
る
論
議
の
中
で
建
都
の
候
補
地
の
一
つ
に
奉
げ
ら
れ
な
が
ら
も
結
局
は
ず
さ
れ
た
北
卒
の
宮
室
を
利
用
し
、
新
た
な
工

事
を
極
力
抑
え
よ
う
と
す
る
財
政
的
判
断
が
優
先
さ
れ
た
結
果
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

結
び
に
か
え
て
1

1
靖
難
の
役
前
夜
の
燕
王
府

府
宮
城
が
太
液
池
東
側
の
元
の
大
内
宮
城
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
朱
様
の
北
卒
の
配
置
と
王
府
建
設
過
程
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本
稿
で
は
、
明
初
の
史
料
、
な
か
で
も
『
太
租
貫
録
』
と
高
麗
使
節
の
燕
王
府
関
係
記
事
と
い
う
こ
つ
の
方
向
か
ら
の
検
討
に
よ
り
、
燕
王

に
つ
い
て
の
考
察
を
通
じ
て
、
三
修
本
『
太
租
貫
録
』
に
描
か
れ
た
燕
王
朱
様
に
劃
す
る
嘗
初
か
ら
の
洪
武
一
帝
の
特
別
な
厚
遇
は
、
事
賓
と
見

な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
分
封
か
ら
就
藩
ま
で
は
秦

・
音

・
燕
の
三
王
と
も
ほ
ぼ
同
等
な
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
燕
王
府
が
元
の
奮
内
に

置
か
れ
た
の
も
、
主
に
財
政
的
理
由
が
優
先
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、

護
城
河
は
設
け
ら
れ
ず
、

太
液
池
東
側
の
元
の
大
内
を
改
造
し
た
宮
城

と
、
元
の
篇
踏
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
周
垣
と
の
二
重
構
造
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

最
後
に
、
靖
難
の
役
前
夜
の
燕
王
府
に
つ
い
て
一
瞥
し
、
小
論
を
終
え
た
い
。

『
皇
明
租
訓
』
兵
衛
の
僚
に
は

九
そ
王
府
の
侍
衡
は
、
指
揮
三
員
・
千
戸
六
員

・
百
戸
六
員

・
正
旗
軍
六
百
七
十
二
名
も
て
、

王
城
四
門
を
守
禦
す
、
三
日
ご
と
に
一

次

輪
直
宿
衛
す
。
そ
の
指
揮

・
千
百
戸

・
旗
軍
は
、
務
め
て
三
護
衛
よ
り
均
し
く
接
す
る
を
要
む
。

(

刊

叩

)

と
あ
り
、
王
府
の
侍
衝
は
、
王
城
(
宮
城
)
の
端
薩
門
、
康
智
門
、
瞳
仁
門
、

遭
義
門
の
四
門
を
輪
番
で
守
禦
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

と



こ
ろ
が
、
靖
難
の
役
勃
震
前
夜
の
燕
王
府
の
様
子
を
み
る
と
、
『
明
太
宗
貫
録
』
巻
一
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(
建
文
元
年
〉
六
月
、
北
卒
都
指
揮
使
謝
貴
ら
は
、
在
城
七
衡
な
ら
び
に
屯
田
の
兵
士
を
一
斉
に
域
内
に
配
置
し
た
た
め
、
兵
士
が
街
巷

に
溢
れ
だ
し
、
燕
王
の
王
域
外
摘
を
包
聞
す
る
形
と
な
っ
た
。
燕
王
は
、

王
城
外
措
よ
り
甲
馬
の
い
な
な
く
撃
を
聞
い
た
が
、
軍
事
演
習

通
じ
る
路
を
遮
断
し
た
。
燕
王
は
こ
の
こ
と
を
聞
く
と
、

は
じ
め
は
不
聞
に
付
し
た
。
さ
ら
に
謝
貴
は
、
木
柵
で
端
躍
門
等
の
四
門
に

「病
で
出
か
け
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
塞
ぐ
ま
ま
に
し
て
お
け
」
と
言
っ
た
。

す
る
兵
士
た
ち
が
休
息
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
、

謝
貴
ら
は
馬
に
乗
り
傘
蓋
を
張
っ
た
ま
ま
王
門
を
通
っ
た
が
、
馬
か
ら
下
り
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
玉
城
を
守
衛
す
る
兵
士
に
斬

り
か
か
っ
て
挑
裂
し
た
が
、
燕
王
は
な
お
も
意
に
か
け
な
か
っ
た
。
今
度
は
、
謝
貴
ら
は
兵
士
を
城
壁
に
登
ら
せ
、
甲
胃
を
身
に
着
け
武

器
を
取
っ
て
弓
矢
を
王
城
内
に
放
ち
入
れ
る
と
、
四
方
が
騒
ぎ
出
し
域
内
外
を
震
動
し
た
。
燕
王
は
こ
れ
を
聞
く
と
、
左
右
の
者
に
「
こ

れ
は
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
だ
」
と
尋
ね
た
。
指
揮
張
玉
や
朱
能
ら
は

「外
の
形
勢
は
か
く
の
ご
と
く
、
誠
に
憂
う
べ
き
事
態
で
す
。
臣

や

ら

(

乃

)

等
は
坐
し
て
魚
肉
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
涙
な
が
ら
に
答
え
た
。

興
味
深
い
の
は
、
燕
王
府
の
守
り
が
宮
城
四
門
で
は
な
く
王
城
(
宮
城
)
の
外
婚
に
あ
っ
た
酷
で
あ
る
。

笑
酉
の
僚
に
み
え
る
燕
王
側
が
計
略
を
用
い
て
、
北
卒
都
指
揮
使
謝
貴
と
北
卒
左
布
政
使
張
需
を
王
府
内
に
招
き
入
れ
捕
ら
え
た
と
き
の
記
述

か
ら
も
確
認
で
き
る
。

」
の
黙
は

同
書
巻
二
の
同
年
七
月
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(
加
)

す
な
わ
ち
壮
士
を
端
麗
門
内
に
匿
し
、
人
を
遣
し
て
謝
貴
と
張
関
を
召
い
た
。
貴
と
阜
内
は
す
ぐ
に
は
来
な
か
っ
た
。
久
し
く
し
て
か
ら
至

も
ん
ぱ
ん

っ
た
が
、
衛
従
の
も
の
が
甚
だ
衆
か
っ
た
。
王
門
に
至
る
と
、
門
者
は
そ
の
衛
従
を
阿
止
し
た
の
で
、
惟
だ
貴
と
阜
内
だ
け
が
入
る
こ
と
が

で
き
た
。
端
種
門
に
至
る
と
、
壮
士
が
出
で
き
て
彼
ら
を
檎
え
た
が
、
そ
の
従
者
た
ち
は
な
お
未
だ
知
ら
な
か

っ
た。

謝
貴
と
張
関
の
従
者
た
ち
が
足
止
め
を
喰
ら
っ
た
「
王
門
」
と
は
、
端
躍
門
で
は
な
い
。
そ
の
門
か
ら
入
っ
て
端
櫨
門
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
門
と
は
、
前
述
し
た
『
明
太
租
貫
録
』
巻
一
一
一
七
、

洪
武
十
二
年
十
一
月
甲
寅
の
僚
に
載
せ
る
燕
王
府
の
完
成
を
報

告
し
た
記
事
に
み
え
る
端
櫨
門
の
外
に
設
け
ら
れ
た
霊
星
門
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
靖
難
の
役
前
夜
の
時
貼
で
は
、
燕
王

95 
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府
は
『
皇
明
租
訓
』
兵
衛
の
僚
の
規
定
と
は
異
な
っ
て
、
端
薩
門
な
ど
四
門
を
設
け
た
玉
城
と
前
述
し
た
霊
星
門
を
設
け
た
王
域
外
摘
に
よ

り
、
二
重
に
防
衛
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
燕
王
府
の
防
衛
瞳
制
に
射
し
て
、
分
を
わ
き
ま
え
ず
朝
廷
の
皇
城
守
禦
に
準
じ
た
瞳

制
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
南
京
の
朝
廷
側
か
ら
加
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
六
に
謂
う
、
臣
が
府
中
の
守
禦
の
四
門
、
嘗
に
皇
城
守
禦
の
制
、
更
番
甚
だ
巌
に
し
て
以
て
朝
廷
を
開
防
す
る
を
属
す
に
儲
擬
す
ベ

か
ら
ず
、

と

(
「
明
太
宗
貫
録
』
巻
五
、

(
建
文
)
元
年
十
一
月
乙
亥
)

こ
れ
に
射
し
燕
王
は
、

(

凱

)

謹
衡
を
調
用
さ
れ
た
た
め
蓄
額
に
も
及
ば
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
し
か
し
分
を
わ
き
ま
え
ず
皇
城
守
禦
の
瞳
制
を
取
っ
た
と

い
う
貼
に
闘
し

て
は
、
何
ら
鯛
れ
る
と
こ

ろ
が
な
い
。
前
述
し
た
燕
王
府
の
二
重
構
造
か
ら
な
る
警
護
の
あ
り
方
が
、
皇
城
守
禦
の
制
に
擬
し
た
守
備
瞳
制
と

『
皇
明
租
訓
』
兵
衛
の
僚
を
掲
げ
て
、
こ
れ
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
、
建
文
一帝
印
位
後
は
、
兵
部
に
よ
り
北
港
防
衛
に

捉
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
時
期
の
燕
王
府
の
様
子
を
窺
え
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
祝
允
明
『
野
記
』
に
は
、
洪
武
二
十
年
代
の
燕
王
府
内
で
霊
夜
を
わ
か
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た
ず
秘
密
裏
に
進
め
ら
れ
て
い
た
兵
器
製
造
に
闘
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
載
せ
て
い
る
。

ぷ

さ

し

さ
が
わ
ら

挑
贋
孝
は
文
皇
の
局
に
兵
を
治
め
る
に
、
重
屋
を
作
り
、
厚
垣
を
周
縁
し
、
鉦
献
・
瓶
缶
を
以
て
密
に
こ
れ
を
整
き
、

口
は
内
に
向
け
、

そ
の
上
に
織
を
以
て
錯
し
、
下
に
驚
鴨
を
畜
え
、

日
夕
鳴
曝
し
、
迄
に
鍛
撃
を
聞
か
ず
。
誌
文
嘗
て
燕
邸
に
至
り
、
地
道
の
下
に
金
鼓
の

(
位
)

(
『
園
朝
典
故
』
巻
一
一
一
一
一
所
牧
)

整
あ
る
を
聞
き
、
驚
怖
し
て
疾
に
至
る
。

洪
武
二
十
四
年
、
説
文
皇
太
子
が
快
西
に
波
遣
さ
れ
た
折
り
、
北
卒
の
燕
王
府
ま
で
足
を
伸
ば
し
た
こ
と
は
、
萎
清
『
萎
氏
秘
史
』
巷
一
に
も

(
邸
)

見
え
る
。
そ
の
折
り
、
燕
王
府
内
の
地
下
か
ら
響
い
て
く
る
武
器
鍛
造
の
一
音
に
驚
惇
し
て
皇
太
子
が
病
と
な
っ
た
と
い
う
話
は
、
員
備
の
ほ
ど

『
明
史
』
巻
一
四
五
、
挑
慶
孝
停
も
、
前
段
の
兵
器
製
造
の
部
分
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
秘
密

裏
の
兵
器
製
造
も
、
元
の
斎
措
内
全
瞳
を
王
府
と
し
て
用
い
て
い
た
た
め
に
、
奥
行
き
が
贋
か
っ
た
燕
王
府
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

を
確
か
め
難
い
が
、

経
略
を
用
い
都
指
揮
使
謝
貴
と
左
布
政
使
張
関
を
捕
え
て
殺
害
し
た
燕
王
側
は
、

そ
の
夜
の
う
ち
に
北
卒
府
城
九
門
を
攻
撃
し
、
未
明
ま
で



に
入
門
を
奪
い
、

さ
ら
に
最
後
に
残
っ
た
西
直
門
を
攻
略
し
、
九
門
す
べ
て
を
押
さ
え
た
。
靖
難
の
役
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
役
の

期
間
中
を
通
じ
て
燕
王
側
の
防
衛
線
は
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
丈
の
低
い
周
垣
の
王
域
外
措
で
は
な
く
、
北
卒
城
九
門
の
城
壁
に
置
か
れ
た
。

洪
照
一
帝
一
で
あ
り
、

ま
た
燕
王
妃
、

出
陣
し
た
燕
王
の
留
守
を
守
っ
て
、
賂
校
や
士
民
の
妻
た
ち
を
率
い
て
こ
の
北
卒
域
防
衛
の
中
心
に
い
た
の
が
、
燕
王
の
世
子
高
蛾
、
の
ち
の

(

制

)

の
ち
の
永
繁
一
帝
の
皇
后
徐
氏
で
あ
っ
た
。
永
築
五
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
遷
都
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
る

永
繁
一
一
帝
の
北
京
へ
の
巡
幸
が
話
題
に
の
ぼ
る
と
、
徐
氏
も
同
行
せ
ん
と
切
望
し
た
も
の
の
生
前
に
は
果
た
せ
ず
亡
く
な
っ
た
。
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註(
1
〉
こ
の
時
加
封
さ
れ
た
の
が
、
第
二
子
棟
H
H
秦
玉
、
第
三
子
桐
H
H耳
目

玉
、
第
四
子
様

4室
、
第
五
子
繍
リ
奥
王
、
第
六
子
検
H

楚
王
、
第

七
子
樽
H
湾
王
、
第
八
子
梓
H
H
湾
玉
、
第
九
子
杷
H
越
玉
、
第
十
子
檀

リ
魯
玉
、
従
孫
守
謙
H
靖
江
王
の
十
王
で
あ
る
。

(

2

)

王
府
制
度
に
つ
い
て
は
、
布
目
潮
楓
「
明
朝
諸
王
政
策
と
そ
の
影

響
」
『
史
皐
雑
誌
』
五
五
編
三
・
四
・
五
続
、
一
九
四
四
年
、
の
ち
に

『
惰
唐
史
研
究
』
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
六
八
年
に
牧
録
。
佐
藤
文
俊

「
明
・
太
租
の
諸
王
封
建
に
つ
い
て
」
『
明
清
時
代
の
法
と
祉
曾
』
汲

古
書
院
、
一
九
九
三
年
、
の
ち
に
『
明
代
王
府
の
研
究
』
研
文
出
版
、

一
九
九
九
年
に
牧
録
な
ど
を
参
照
し
た
。

(

3

)

『
租
訓
録
』
(
園
立
北
卒
園
書
館
蔵
明
抄
本
)
に
は
、
洪
武
六
年
五

月
の
太
租
朱
元
理
の
序
が
附
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
賞
彰
健
は
「
論

『
租
訓
録
』
頒
行
年
代
並
論
明
初
封
建
諸
王
制
度
」
『
園
立
中
央
研
究

院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
一
一
一
一
一
本
、
の
ち
に
『
明
清
史
研
究
叢
稿
』

肇
湾
一商
務
印
書
館
、
一
九
七
七
年
に
牧
録
の
中
で
、
洪
武
十
四
年
に
頒

行
さ
れ
た
更
定
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

L
た
。
な
お
、
本
文
引
用

部
分
は
、
洪
武
二
十
八
年
に
頒
行
さ
れ
た
『
皇
萌
租
訓
』
営
繕
の
僚
の

記
載
も
、
『
租
訓
録
』
と
同
じ
で
あ
る
。

(

4

)

『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
七
九
年
一
期
。

(
5
〉
『
北
京
史
論
文
集
』
第
二
集
、
一
九
八
二
年
。
王
剣
英
・
王
紅
「
論

従
元
大
都
到
明
北
京
的
演
緩
和
愛
展
|
|
兼
析
有
関
記
載
的
失
賓
」

『
燕
京
拳
報
』
(
燕
京
研
究
院
)
新
一
期
、
一
九
九
五
年
も
、
同
様
に

燕
王
府
の
所
在
地
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

(

6

)

王
瑛
子
は
こ
れ
と
異
な
り
、
元
の
故
宮
は
燕
王
府
の
建
設
に
あ
た
っ

て
取
り
媛
さ
れ
、
洪
武
以
後
の
南
京
宮
般
の
第
二
次
改
修
や
中
都
皇
城

の
建
設
に
再
利
用
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

(

7

)

朱
俣
『
元
大
都
宮
殿
園
考
』
原
刊
一
九
三
六
年
、
北
京
古
籍
出
版
社

重
印
、
一
九
九

O
年
、
同
『
明
清
爾
代
宮
苑
建
震
沿
革
聞
考
』
原
刊
一

九
四
七
年
、
北
京
古
籍
出
版
社
重
印
、
一
九
九

O
年
。
ま
た
「
文
化
大

革
命
」
以
前
に
定
稿
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
い
う
中
園
祉
曾
科
皐
院

考
古
研
究
所
編
輯
『
明
清
北
京
城
園
』
地
園
出
版
社
、
一
九
八
六
年
の

附
表
二
「
明
北
京
城
復
原
園
建
置
資
料
表
」
も
、
西
苑
の
寓
害時
宮
(
仁
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事一町宮口)を
明
代
洪
武
年
閲
の
燕
王
府
と
し
て
い
る
。

(

B

)

明
清
時
代
の
「
西
苑
」
は
、
大
内
紫
禁
城
か
ら
見
て
西
側
の
禁
苑
を

指
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
太
液
池
西
側
に
と
ど
ま
ら
ず
東
側
も
含
む
こ

と
か
ら
、
正
確
に
は
西
苑
西
側
(
西
内
)
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
例
に
従
い
西
苑
西
側
の
西
内
部
分
を
指

し
て
西
苑
設
の
語
を
用
い
る
。

(

9

)

果
鴻
孝

「
明
初
燕
王
府
祉
考
」

北
京
市
吐
曾
科
同
学
院
歴
史
所
編
『
北

京
史
研
究
(
一
〉
』
一
九
八
六
年
。

(
日〉

菱
舜
源

「
元
明
之
際
北
京
宮
殿
、
沿
革
考
」
『
故
宮
博
物
院
院
刊
』

一

九
九
一
年
四
期
。

(孔
)

李
愛
卒

「燕
王
府
所
在
地
考
析
」

『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
九
九

年
一
期
。

(
ロ
)
明
末
清
初
期
の
諸
史
料
に
み
え
る
誠
一
王
府
H

西
苑
設
の
系
譜
に
つ
い

て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

(
凶
)
以
下
『
明
笈
鍛
』
は
、
中
央
研
究
院
歴
史
話
言
研
究
所
本
を
用
い
、

径
数
も
そ
れ
に
従
っ
た
。
引
用
史
料
中
の
(
〉
内
は
、
附
録
の
校
勘

記
を
参
照
し
て
字
句
を
改
め
て
い
る
。

(
日
比
)
註
〈
4
〉
前
掲
の
玉
瑛
子
論
文
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
燕

王
府
の
承
運
殿
の
開
放
が
元
の
大
明
殿
の
そ
れ
と
同
じ
く

一
一
聞
で
あ

っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

(
日
)
こ
こ
で
は
、
山
川
壇
と
枇
稜
壇
の
位
置
が
王
域
内
か
王
域
外
か
明
瞭

で
は
な
い
が
、
『
明
太
祖
貫
録
』
巻
一

O
九
、
洪
武
九
年
間
九
月
甲
辰

の
燦
に
は
、
「
詔
諸
王
園
山
川
・

祉
桜
一塩
、
倶
建
於
端
躍
門
外
之
西

南。

」
と
あ
り
、
王
城
端
躍
門
外
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
剣
る
。

〈日
出
)

建
文
の
年
放
を
用
い
、
建
文
-
帝
の
立
場
に
立
つ
と
さ
れ
る
談
遜
『
園

権
』
各
六
の
嘗
該
の
傑
に
は
、
こ
の
記
事
を
載
せ
て
い
な
い
。
『
園
権
』

の
性
格
に
つ
い
て
は
、
奥
陰
「
談
遜
和
『
園
権
』
」
『
奥
恰
史
筆
論
著

選
集
』
第
三
巻
、
人
民
出
版
社
、一

九
八
八
年
、
原
裁
一
九
五
九
年
を

参
照
。

〈口
〉
こ
こ
で
、
第
五
子
の
奥
王

(
の
ち
の
周
王
)
の
建
設
抽
出
定
地
の
記
載

が
飲
け
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
奥
王
は
、
嘗
初
杭
州
に
就
藩
す

る
こ
と
が
務
定
さ
れ
て
い
た
ハ
『
明
太
租
貫
録
』
巻
八
八
、
洪
武
七
年

三
月
乙
未
)
が
、
英
王
か
ら
周
王
に
努
更
さ
れ
、
周
王
府
が
建
設
さ
れ

る
の
は
、
十
二
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
(
同
書
巻
二
二
ハ
、
洪
武
十
二

年
八
月
了
亥
)
。
周
王
府
へ
の
幾
更
決
定
は
、
南
京
金
陵
と
と
も
に
洪

武
初
年

「北
京
」
と
さ
れ
て
い
た
開
封
が
都
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
完

全
に
失
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
靖
江
王
に
つ
い
て
は
、

『
大
明

一
統
士
山
』
各
八
三
、
庚
西
布
政
司
、

桂
林
府
参
照
。

(
凶
)
佐
藤
文
俊

「
洪
武
九
年
葉
伯

E
の
獄
死
」

『
明
代
史
研
究
』
二

O

鋭
、
一
九
九
二
年
、
の
ち
に
註
(
2
〉
前
掲
の
佐
藤
著
書
牧
録
に
よ
れ

ば、

「
洪
武
三
年
、
分
封
し
た
王
に
居
城
候
補
地
を
提
出
さ
せ
」
た
と

し
て
い
る
。
蛍
時
諸
王
の
権
限
が
大
き
か
っ
た
と
は
い
え
、
前
掲
し
た

『
明
太
租
寅
録
』
巻
五
四
の
史
料
を
、

こ
の
よ
う
に
解
懇
す
る
こ
と
は

無
理
が
あ
る
。

(
四
)
『
明
太
租
貫
録
』
各
六
八
、
洪
武
四
年
十
月
、
同
書
巻
七
二
、
洪
武

五
年
二
月
甲
辰
、
お
よ
び
『
永
祭
大
典
』
各
五
二

0
0、
太
原
府
二
、

建
置
沿
革
、
同
書
巻
五
二

O
一、

太
原
府
三
、
域
池
。

(
却
)
明
寓
暦
年
聞
に
刊
行
さ
れ
た
郵
士
鶴
輯
『
薗
朝
典
故
』
径
二
所
牧
の

『
皇
明
本
紀
』
に
は
、
「至
正
丁
米

(
一
三
六
七
)
、
上
命
以
是
年
信
用
奥

元
年
。
春
、
建
宮
殿
及
省
塞
六
部
、
建
太
腐
子
宮
城
之
東
北
」
と
あ
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り
、
「
宮
城
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
〉
大
内
宮
城
は
、
「
内
皇
城
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
熊
夢
鮮
・
北
京
圏
室
田

館
善
本
組
輯
一
『
析
津
志
輯
侠
』
朝
堂
公
字
、
「
(
至
一
冗
四
年
〉
四
月
甲

子
、
築
内
白
星
域
。
」

(
泣
)
湯
寛
『
中
園
古
代
都
城
制
度
研
究
』
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
三

年
、
四
七
三
J
四
七
七
頁
。
元
の
宮
城
と
粛
緒
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
主
に
楊
寛
氏
の
研
究
を
参
照
し
た
。

(
幻
)
驚
淘
『
故
宮
遺
録
』
、
「
南
麗
正
門
内
田
千
歩
廊
、
可
七
百
歩
、
建

鐙
星
門
。
門
建
粛
踏
、
周
週
可
二
十
塁
、
俗
呼
紅
門
関
馬
緒
。
」
『
元

史
』
各
七
七
、
祭
杷
志
六
、
至
元
七
年
。

(

μ

)

王
剣
英
「
粛
淘
《
故
宮
遺
録
》
考
燐
」

『
北
京
史
研
究
(
一
)
』
一

九
八
六
年
。

(
お
)
註
〈
7
)
前
掲
の
朱
俣
『
元
大
都
宮
殿
園
考
』
一
五
頁
の
考
詮
に
従

ぅ
。
な
お
、
薪
淘
『
故
宮
遺
録
』
に
は
、
「
内
城
庚
可
六
、
七
里
」
と

あ
る
。

(
M
m
)

太
液
池
東
側
の
い
わ
ゆ
る
大
内
は
「
東
内
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
『
元

史
』
巻
九
九
、
兵
志
二
、
園
宿
軍
、

至
治
元
年
八
月
、
お
よ
び
陶
宗
儀

『
南
村
綴
耕
録
』
巻
二
六
、
后
徳
。

(
幻
)
西
宮
の
語
は
、
『
元
史
』
巻
九

O
、
百
官
志
六
、
儀
驚
局
に
「
至
大

四
年
、
仁
宗
御
西
宮
、
叉
別
立
儀
鷺
局
、
設
置
亦
向
。
」
と
あ
る
。

(
お
)
停
烹
年
コ
元
大
都
大
内
宮
殿
的
復
原
研
究
」
『
考
古
事
報
』

一
九
九

三
年
一
期
、
お
よ
び
註
(
幻
)
前
掲
の
湯
寛
著
書
四
七
九
頁
参
照
。

(

m

m

)

『
明
太
租
食
録
』
巻
四
五
、
洪
武
二
年
九
月
葵
卯
。
中
都
に
つ
い
て

は
、
松
本
隆
晴
「
明
代
中
都
建
設
始
末
」
『
東
方
拳
』
六
七
輯
、
一
九

八
四
年
、
王
剣
英

『
明
中
都
』
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
が
あ
る
。

(
m
山
)
貧
録
に
は
明
確
な
記
事
を
敏
い
て
い
る
が
、
洪
武
四
年
九
月
に
工
部

向
書
安
慶
が
北
卒
行
省
参
政
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し

た
。
『
明
太
租
貫
録
』
巻
六
八
、
洪
武
四
年
九
月
壬
戊
の
保
。

(
む
)
康
隈
『
越
州
士
山
』
各
一

O
、
麗
邑
、
人
物
の
越
耀
俸
は
、
こ
の
貧
録

に
基
づ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
元
奮
皇
城
基
」
を
「
奮
元
城
基
」

と
改
め
て
い
る
。
ま
た
大
将
軍
徐
遠
の
下
で
活
躍
し
、
大
都
督
府
都
事

か
ら
一
度
は
湖
康
行
省
参
政
に
抜
握
さ
れ
た
越
耀
が
湖
庚
に
祉
か
な
か

っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
明
太
租
賃
銭
』
巻
四
七
、
洪
武
二
年
十
一

月
丙
申
の
僚
に
見
え
る
。

〈M
M

)

『
蔦
暦
野
獲
編
』
巻
一
、
園
初
貧
録
。
関
野
潜
龍
『
明
代
文
化
史
研

究
』
同
朋
舎
、
一
九
七
九
年
、
第
一

章
、
明
貫
録
の
研
究
。

(
お
)
明
末
清
初
の
顧
炎
武
は
、
蔦
暦
期
の
周
藩
宗
正
の
朱
陸
樗
が
か
つ
て

再
修
本
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
『
亭
林
詩
文
集
』

文
集
巻
三
、
「
答
湯
荊
腕
書
」
)
。
な
お
、
一

一裁
に
『
明
代
遼
東
楢
案
集

編
』
遼
落
書
社
、
一
九
八
五
年
所
牧
の
『
明
質
録
』
稿
本
(
洪
武
二
十

五
年
)
を
初
修
本
貫
録
と
す
る
読
〈
劉
玉
岐
・
溶
園
華
「
『
明
太
租
賃

銭
』
稿
部
分
抄
本
初
稿
」
『
歴
史
楢
案
』

一
九
八
五
年
三
期
)
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
採
ら
な
い
。
ま
た
こ
れ
を
起
居
注
の
一
部
と
す
る
川
越

泰
博
氏
の
新
設
(
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七

年
、
五
三
J
五
五
頁
)
に
つ
い
て
は
、
拙
-評
(
「
書
評
川
越
泰
博
『
明

代
建
文
朝
史
の
研
究
』
」
『
歴
史
筆
研
究
」
七
二
て
一
九
九
三
年
)

の
中
で
疑
問
を
呈
し
た
。
そ
の
後
、
明
初
政
治
史
研
究
を
よ
り
深
め
る

べ
く
川
越
氏
に
よ
っ
て
「
明
太
租
の
皇
太
孫
加
立
を
め
ぐ
っ
て
|
|
新

宮
皐
氏
の
拙
著
書
-
誇
に
答
え
る
1
1
L
(中
央
大
事
東
洋
史
皐
研
究
室

編
『
菊
池
英
夫
教
授
・
山
崎
利
男
数
授
古
稀
記
念
ア
ジ
ア
史
論
叢
』
刀
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水
書
房
、
二
0
0
0年
)
が
公
表
さ
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
改
め
て

論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
鈍
)
本
史
料
に
つ
い
て
は
、
東
洋
史
研
究
曾
評
議
員
・
夫
馬
進
氏
よ
り
ご

教
示
を
う
け
た
。
-
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
「
奉
使
録
」
の
テ
キ
ス

ト
は
、

『
中
韓
関
係
史
料
揖
要
』
二
、
朝
天
鍛
(
一
)
、
珪
庭
出
版
社
、

一
九
七
八
年
所
牧
本
を
用
い
た
。
「
奉
使
録
」
や
「
朝
天
録
」
と
呼
ば

れ
る
明
朝
へ
の
出
使
記
録
を
用
い
た
近
年
の
研
究
に
、

夫
馬
進

「廿園内暦

二
年
朝
鮮
使
節
の
『
中
華
』
園
批
剣
」
『
山
恨
幸
夫
教
授
退
休
記
念
明

代
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、
一
九
九

O
年
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
高
麗
末

期
に
お
け
る
明
朝
と
の
外
交
関
係
に
つ
い
て
は
、
末
松
保
和

「
麗
末
鮮

初
に
お
け
る
封
明
関
係
」
『
史
筆
論
議
』
二
、
一
九
四
一
年
、
の
ち
に

『
末
松
保
和
朝
鮮
史
著
作
集
』
第
五
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年

に
枚
録
を
参
照
し
た
。

(
お
)
『
高
麗
史
』
谷
一
三
七
、
列
健
五

O
、
辛
網
五
、
辛
畠
元
年
六
月
の

係。

(
お
)
『
明
太
租
貫
録
』
径
一
九
七
、
洪
武
二
十
二
年
八
月
美
卯
の
係
。

(
幻
)
『
明
太
宗
貫
録
』
径
八
二
、
永
繁
六
年
八
月
辛
巳
の
燦
。

(
お
)
光
緒
『
畿
輔
通
志
』
径
一
六
七
、
古
蹟
一
四
、
陵
墓
三
、
房
山
師
師
、

明
挑
康
孝
墓
に
載
せ
る
「
明
成
祖
御
製
神
道
碑
」
。
『
明
太
宗
貫
録
』

各
一

九
八
、
永
楽
十
六
年
三
月
戊
貨
の
傑
。
牧
田
諦
亮
「
道
術
俸
小
稿

|
|
挑
康
孝
の
生
涯
||
」
『
東
洋
史
研
究
』

一
八
巻
二
鋭
、
一
九
五

九
年
。

(
m
m
)

二
つ
の
典
膳
所
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
史
料
参
照
。
『
租
訓
録
』
に

は
、
内
官
と
職
制
の
僚
に
そ
れ
ぞ
れ
典
膳
所
の
記
載
が
見
え
る
。
同

書
、
内
官
に
、
「
王
府
官
〔
(
割
註
)
正
官
従
七
品
、
佐
ニ
(
武
)
官
正

八
口
問
〕
、
承
奉
司
〔
(
割
註
)
掌
管
王
府

一
腹
雑
事
。
有
事
、
呈
長
史
司

弁
護
衛
指
揮
司
媛
落
、
輿
内
官
街
門
無
相
統
錯
。
〕
(
中
略
)
奥
膳
所
、

典
謄
正
、
典
謄
副
o
」
と
あ
り
、
同
書
、
職
制
に
、
「
凡
王
府
官
、
長

史
司
(
中
略
〉
、
典
膳
所
、
正
八
口
問
、
典
謄
正
萱
員
、
従
八
口
問
、
奥
膳

副
萱
員
、
司
吏
萱
名
、
典
吏
武
名
。」
と
あ
る
。
ま
た
承
奉
司
下
の
典

膳
所
に
つ
い
て
は
、

『
明
大
租
貫
録
』
俳
句
五
六
、
洪
武
三
年
八
月
庚
子

に
、
「
置
王
府
承
奉
司
、
設
承
奉
一
人
、
承
奉
副
二
人
。
典
賓

・
血ハ

服

・
典
膳
三
所
、
所
設
正
一
人
、
副
一
人
、
門
官
設
門
正
一
人
、
副
一

人
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
註
(

2

)

前
掲
の
布
目
論
文
で
は
、
承
奉
司
以

下
の
内
官
は

『諸
司
職
掌
』

に
見
え
ず
、
常
置
の
官
で
は
な
い
と
し
て

い
る
の
は
謀
り
で
、
コ
租
訓
録
』
や
『
皇
明
租
訓
』
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

内
官
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
洪
武
年
閲
に
は
常
置

の
官
で
あ
っ
た
。

(
必
)
侍
楽
淑
『
元
宮
詞
百
章
築
注
』
書
目
文
献
出
版
社
、
一
九
九
五
年
に

枚
め
る
「
後
序
」
参
照
。

(

4

)

『
析
津
志
緯
侠
』
城
池
街
市
に
、
「
西
華
門
、
在
延
春
閣
西
、
粛
踏

外
部
門
也
。
門
内
有
内
府
諸
庫

・
鹿
苑
・
天
閑
。
(
日
下
奮
聞
考
、
巻

三
十
、
宮
室
、
引
祈
津
志
)
」
と
あ
る
。

(
必
)
陶
宗
儀
『
南
村
綴
耕
録
』
各
二
て
宮
関
制
度
、
「
薦
議
山
在
大
内

西
北
太
液
池
之
陽
、
金
人
名
現
花
鳥
。
(
中
略
)
叉
東
震
強
閥
、
奇
獣

珍
禽
在
鷲
。
」

(
必
)
楊
士
奇
『
東
里
繍
集
』
巻
一
五
、
「
賜
遊
西
苑
詩
序
」
、
李
賢
『
古

穣
集
』
巻
五
、
「
賜
遊
西
苑
記
」
、
韓
薙
『
褒
毅
文
集
』
各
九
、
「
賜
遊

西
苑
記
」
、
業
盛
『
水
東
日
記
』
巻
四

O
、
「
楊
鼎
自
述
祭
遇
数
事
」

は
、
い
ず
れ
も
明
代
前
期
に
書
か
れ
た
西
苑
遊
記
で
あ
る
が
、
そ
の
コ
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ー
ス
は
太
液
池
の
雨
側
を
含
ん
で
い
る
。

(
μ

叫
)
景
慧
川
・
慮
瞬
明
「
明
秦
王
府
布
局
形
式
及
現
存
遺
祉
考
察
」
『
文

博
』
一
九
九

O
年
六
期
。
王
長
啓
「
明
秦
王
府
遺
牡
出
土
典
膳
所
遺

物
」
『
考
古
奥
文
物
』
一
九
八
五
年
四
期
。

(
M
M

〉
『
高
麗
史
』
巻
四
六
、
世
家
、
共
譲
王
二
、
辛
未
三
年
六
月
丙
子
の

傑。

(
必
〉
『
明
太
租
寅
録
』
巻
二

O
て
洪
武
二
十
三
年
間
四
月
葵
亥
朔
。
ょ

く
知
ら
れ
た
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
永
雄
容
帝
の
意
を

承
け
て
改
銭
さ
れ
た
三
修
本
の
『
太
租
寅
録
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も

の
で
、
そ
の
員
僑
を
確
か
め
る
術
の
な
い
恨
み
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

を
境
に
、
乃
見
不
花
の
率
い
る
軍
馬
や
そ
れ
以
前
明
朝
に
飼
附
し
員

州
・
揚
州
・
准
安
な
ど
に
居
住
し
て
い
た
縫
租
兵
士
と
そ
の
家
族
を
北

卒
都
指
揮
司
に
編
入
し
た
う
え
、
こ
れ
ら
の
多
数
の
縫
鞄
兵
士
を
燕
王

が
調
用
す
る
の
を
許
す
な
ど
、
燕
王
を
中
心
に
モ
ン
ゴ
ル
兵
士
を
も
動

員
し
た
北
港
防
衛
僅
制
が
形
成
さ
れ
る
の
は
事
貨
と
考
え
ら
れ
る
。

『
明
太
租
貧
録
』
巻
二
二
ハ
、
洪
武
二
十
五
年
二
月
乙
丑
。
ま
た
北
卒

都
指
揮
司
の
み
な
ら
ず
燕
王
府
の
護
衛
内
に
も
、
洪
武
年
開
に
蹄
附
し

た
正
規
の
縫
鞄
兵
士
一

O
O徐
名
が
含
ま
れ
て
い
た
。
『
明
太
宗
貫
録
』

巻
五
、
〈
建
文
〉
元
年
十
一
月
乙
亥
の
保
。

(
円
引
)
北
京
出
版
社
、
一
九
八
八
年
。
た
だ
し
、
大
都
の
中
執
線
に
つ
い
て

は
、
註
(
河
〉
後
掲
の
菱
舜
源
論
文
に
依
援
し
た
。

(
川
崎
〉
『
李
朝
貫
録
』
太
租
、
巻
六
、
三
年
十
一
月
乙
卯
の
僚
、
お
よ
び

『
明
太
租
貫
録
』
各
一
一
一
一
一
四
、
洪
武
二
十
七
年
九
月
乙
卯
の
脇
陣
。

(
必
〉
『
李
朝
貫
録
』
太
租
、
各
八
、
四
年
十
一
月
丙
寅
、
「
節
目
使
金
立

堅
固
自
京
師
日
、
通
事
宋
希
靖
・
押
馬
権
乙
松
等
被
流
還
方
。
初
計
菓

使
金
乙
鮮
道
経
燕
邸
、
復
子
上
回
、
燕
王
謂
臣
日
、
爾
園
王
何
不
迭
馬

於
我
。
上
信
之
、
立
箆
去
時
、
の
附
鞍
馬
以
途
。
燕
王
受
之
以
開
。
一
帝

目
、
朝
鮮
王
何
得
私
交
。
乃
流
希
靖
・
乙
松
子
金
歯
衛
、
再
流
騰
衝

府
。
」
な
お
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
『
明
太
租
貫
録
』
に
関
連
す

る
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
の
賞
事
者
で
あ
っ
た
燕
玉
、
の

ち
の
永
築
帯
に
と
っ
て
不
都
合
な
事
件
で
あ
っ
た
か
ら
、
三
修
本
の
賓

録
か
ら
抹
殺
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
回
〉
荷
停
「
〈
靖
難
之
役
〉
前
的
燕
王
朱
様
」
『
聞
学
習
輿
思
考
』
一
九
八

O
年
試
刊
。

(
況
〉
詮
(
印
)
前
掲
の
商
停
論
文
。
朱
鴻
『
明
成
租
奥
永
端
末
政
治
』
園
立
蓋

湾
師
範
大
皐
歴
史
研
究
所
専
刊
一
七
、
一
九
八
八
年
。

(
臼
〉
註
(

2

)

前
掲
の
佐
藤
著
書
一
一
一
一
頁
。

(
日
)
就
藩
時
の
護
衡
の
寅
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
秦
府
三
、
七
四
八
人
、
E

日府

三
、
二
八
一
人
で
あ
っ
た
。
『
明
太
租
賃
銭
』
倉
一
一
七
、
洪
武
十
一

年
三
月
壬
午
の
係
。

(
民
〉
『
明
太
租
貸
録
』
巻
六
八
、
洪
武
四
年
十
月
、
「
是
月
(
中
略
)
、

作
諸
王
宮
殿
於
太
原
等
府
。
」

(
臼
)
宋
灘
『
宋
皐
士
文
集
』
翰
苑
績
集
「
敷
賜
開
園
輔
運
推
誠
宣
力
武
臣

策
藤
大
夫
柱
闘
准
安
侯
華
君
紳
道
碑
銘
」
。

(
国
)
劉
辰
『
園
初
事
蹟
』
(
『
園
朝
典
故
』
巻
四
、
所
枚
)
。

(
町
出
)
『
明
太
租
貫
録
』
各
一

0
0、
洪
武
八
年
七
月
壬
戊
の
係
。

(
四
四
)
中
園
管
造
暴
社
、
一
九
一
三
一
一
年
。

(
印
)
『
明
太
租
貫
録
』
巻
一

O
四
、
洪
武
九
年
二
月
庚
子
の
係
。

(
印
〉
朱
動
美
『
王
園
典
麗
』
巻
二
、
宮
室
に
、
「
洪
武
四
年
定
、
(
中
略
)

城
河
潤
十
五
丈
、
深
三
丈
」
と
あ
る
。
『
明
太
租
貫
録
』
巻
六

O
、
洪
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武
四
年
正
月
戊
子
の
係
。

(
町
山
)
洪
武
脅
が
、
王
府
の
緊
急
で
は
な
い
工
事
を
極
力
抑
え
よ
う
と
し
た

こ
と
は
、
本
文
前
掲
の
『
明
太
租
貫
録
』
各
八

O
、
洪
武
六
年
三
月
己

来
、
お
よ
び
問
書
巻

一一

八
、
洪
武
十
一
年
五
月
乙
亥
の
傑
(
秦
王
へ

の
璽
書
〉
な
ど
に
も
み
与える。

(
臼
)
『
明
太
租
貧
鋒
』
巻
一

O
三
、
洪
武
九
年
正
月
己
禾
の
候
。

(
臼
)
『
明
太
租
貫
録
』
巻
一

O
五
、
洪
武
九
年
三
月
丁
巳
の
係
。

(
臼
)
註
(
国
)
前
掲
の
佐
藤
論
文
、
の
ち
に
註
〈
2
)
前
掲
の
佐
藤
著
書
に
牧

録。

(
伍
)
『
明
太
租
貫
録
』
径
一

O
四
、
洪
武
九
年
二
月
丙
氏
の
係
。

(
印
)
『
明
太
租
貫
録
』
巻
六

O
、
洪
武
四
年
正
月
丙
申
の
係
。

(
m
w
)

註
(

2

)

前
掲
の
佐
藤
著
書
四
一
頁
。

(
m
m
)

『
遜
志
策
集
』
巻
二
一
、
「
葉
伯
E
・
鄭
土
利
侮
」
。

(
印
)
註
(
3
〉
前
掲
の
賀
著
書
四
八
頁
。

(
市
)
高
岱
『
鴻
猷
録
』
巻
七
、
封
園
燕
京
に
「
十
一
年
十
一
月
、
定
諸
王

宮
城
制
式
。
太
租
目
、
除
燕
王
宮
殿
の
元
奮
、
諸
王
府
営
造
、
不
得
引

以
信
用
式
。
」
と
あ
る
。
『
明
史
紀
事
本
末
』
巻
二
ハ
、
燕
王
起
兵
、
洪
武

十
一
年
十
二
月
の
僚
に
も
、
同
様
な
記
事
を
載
せ
て
い
る
が
、
『
太
租

貫
録
』
に
は
な
く
、
何
に
依
接
し
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
九
)
『
明
太
租
賞
録
』
巻
八
七
、
洪
武
七
年
正
月
乙
亥
、
「
定
親
王
闘
中

所
居
、
前
殿
回
承
運
、
中
日
園
殿
、
後
日
存
心
。
四
城
門
、
南
田
端

腹
、
北
田
康
智
、
東
日
程
仁
、
西
日
還
義
。
上
回
、
使
諸
王
能
観
名
恩

義
、
斯
足
以
審
界
一帝室
、
永
腐
多
一
隔
失
。
」
例
外
と
し
て
、
秦
王
府
の

場
合
に
は
、
周
園
五
里
(
約
二
・
八
キ
ロ
〉
の
宮
城
(
玉
城
、
碍
城
)

と
周
囲
九
里
三
分
(
約
五
キ
ロ
〉
の
斎
場
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
お

り
、
宮
城
外
に
は
設
城
河
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

嘉
靖
『
侠
西
通
士
山
』
巻
五
、
土
地
三
、
封
建
。
ま
た
註
(
必
)
前
掲
の
景

慧
川
・
虚
隣
明
論
文
に
よ
れ
ば
、
秦
玉
府
の
王
域
外
に
あ
っ
た
一
六
メ

ー
ト
ル
の
寛
さ
の
護
城
河
は
、
現
在
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

か
す
か
に
そ
の
痕
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

(η)
朱
図
顧
『
皇
明
史
紙
』
皇
明
大
政
記
、
単
位
九
に
は
、
端
躍
門
の
南
に

新
た
に
門
を
開
い
た
と
あ
る
が
、
燕
王
府
H

西
苑
設
に
立
つ
の
で
、
こ

こ
で
は
採
ら
な
い
。
な
お
、
鐙
星
門
と
い
う
名
稽
自
鐙
は
、
特
別
に
命

名
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
南
郊
壇
や
孔
子
廟
な
ど
の
外
垣
正
面
の

門
な
ど
に
も
附
け
ら
れ
て
い
る
。
亥
枚
『
随
園
随
筆
』
単
位
下
、
橘
星
門

之
説
。

(

η

)

萎
舜
源

「故
宮
断
虹
橋
信
用
元
代
周
橋
考
|
|
元
大
都
中
軸
線
新
設
」

『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
九

O
年
四
期
。
元
の
周
橋
の
一
部
が
珍
し

く
永
陣
式
年
聞
の
北
京
営
建
で
も
取
り
鎖
さ
れ
ず
に
残
っ
た
の
は
、
燕
王

府
の
一
部
で
も
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

(
九
〉
『
租
訓
録
』
躍
儀
、
「
凡
王
園
宮
城
外
、
左
立
宗
廟
、
右
立
社
稜
。

祉
稜
壇
之
西
立
風
雲
雷
雨
山
川
神
壇
。
壇
西
立
旗
森
廟
。
」
お
よ
び
『
明

太
租
貫
録
』
巻
一

一一一四、

洪
武
十
三
年
十
一
月
庚
子
の
係
。

(
万
)
『
明
太
租
寅
銭
』
巻
一

O
四
、
洪
武
九
年
二
月
丁
酉
の
傑
。

(
市
)
『
明
太
租
貫
録
』
巻

一一一一

O
、
洪
武
十
三
年
三
月
壬
寅
、
同
書
巻
一

三
三
、

洪
武
十
三
年
九
月
庚
氏
の
僚
。

川
越
泰
博
氏
は
、
諸
王
府
に
お

け
る
護
衡
の
軍
事
的
力
量
の
過
大
評
債
を
再
検
討
す
る
立
場
か
ら
、
註

(
お
)
前
掲
の
著
書
第
二
章
第
四
節
、
諸
王
府
の
軍
事
的
力
量

(
2
)

1
1
1護
衡
の
兵
力
数
を
め
ぐ

っ
て
|
|
の
中
で
、

『
園
権
』
径
七
、
洪

武
十
三
年
三
月
壬
寅
の
僚
を
引
き
、
燕
山
中
左
右
三
護
衡
の
兵
力
教
が
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五
、
七
七
O
人
で
、
一
護
衡
の
兵
力
数
が
て
九
二
三
人
程
度
に
過
ぎ

な
か
っ
た
と
し
た
。
し
か
し
『
明
太
租
貫
録
』
巻
一
一
一
一

O
、
嘗
該
の
僚

で
は
、
「
燕
山
中
左
二
衛
侍
従
勝
士
五
千
七
百
七
十
人
」
と
あ
る
。
同

氏
が
三
議
衡
の
兵
力
数
と
し
た
の
は
、
『
園
権
』
の
不
用
意
な
誤
り
に

引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
、
中
・
左
二
衡
の
兵
力
数
と
す
べ
き
で
あ
る
。

〈
作
〉
註
(
却
〉
前
掲
史
料
。

〈
鴻
)
『
租
訓
録
』
兵
衛
の
僚
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
「
九
王
府
侍
街
、
毎

指
揮
武
員
率
領
将
軍
・
猛
士
守
禦
王
宮
城
正
門
、
参
日
萱
次
輪
直
宿

街
。
毎
千
戸
伍
員
率
領
百
戸
拾
員
・
正
軍
千
名
、
守
禦
王
宮
城
建
員

(
門
?
〉
o

萱
日
萱
次
輪
直
宿
街
。
」

(
乃
)
『
奉
天
靖
難
記
註
』
巻
て
洪
武
三
十
二
年
六
月
に
も
、
同
様
な
記

事
を
載
せ
て
い
る
。

(
加
)
『
奉
天
靖
難
記
註
』
巻
て
洪
武
三
十
二
年
七
月
で
は
「
端
躍
門

外
」
に
作
る
。

(
飢
)
建
文
政
権
に
よ
る
燕
王
府
の
護
衛
調
用
に
つ
い
て
は
、
註
(
お
〉
前
掲

の
川
越
著
書
第
三
章
第
一
節
に
詳
し
い
。
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(
位
〉
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
李
鵬
臥
『
孤
樹
夏
談
』
各
三
に
引
用
す
る
『
野

記
』
に
よ
り
若
干
の
字
句
を
改
め
た
。

(
部
)
洪
武
二
十
四
年
、
皇
太
子
の
険
西
波
遣
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
初
期

明
朝
政
権
の
建
都
問
題
に
つ
い
て
|
|
洪
武
二
十
四
年
皇
太
子
の
険
西

波
遣
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
『
東
方
皐
』
九
四
輯
、
一
九
九
七
年
参
照
。

(
制
〉
『
明
太
宗
貫
録
』
各
六
九
、
永
祭
五
年
七
月
乙
卯
の
候
。

(
補
註
)
『
明
太
宗
寅
録
』
巻
四
三
、
永
袋
三
年
六
月
戊
辰
の
僚
に
は
、

「
上
以
書
議
楚
王
禎
目
、
朕
土
日
守
北
藩
、
地
連
遜
塞
、
輿
胡
虜
相
接
、

貧
気
重
鎮
。
護
衛
巡
視
玉
城
及
関
馬
縮
図
牌
、
皆
朝
廷
所
降
、
初
無
夜

開
城
門
銭
枠
。
況
園
家
奮
制
、
在
外
各
城
門
鎖
鈴
、
皆
属
都
司
軍
街
。

(
下
略
)
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
諸
国
燕
王
時
代
の
護
衡
が
巡
視
し
た

関
馬
婚
と
は
、
註
(
お
)
前
掲
の
『
故
宮
遺
録
』
に
み
え
る
「
紅
門
関
馬

矯
」
と
元
朝
で
俗
稽
さ
れ
た
粛
婚
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
明
代
で

は
正
式
に
は

「
周
垣
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

-103ー



SOME PROBLEMS CONCERNING THE YAN-WANG FU

　　　　　　　

燕王府INTHE EARLY MING

Aramiya Manabu

　　

In the third year of the reign of Hong-wu 洪武(1370), the founder of

the Ming dynasty, his fourth son, Zhu Ti 朱様(the future emperor Yong

ｌｅ永楽)，ｗａs enfeoffed as Prince Yan 燕王Thereafter, in the thirteenth

year of the same　reign, he proceeded to the Yan-wang fu, the prince's

headquaters, established　in　Bei　ping cheng 北平城(tｈｅ present-day

Beijing) to assume his fief. As regards the location of the Yan-wang fu,

it has heretofore been understood, on the basis of the research of those such

as Zhu χie 朱契, as having been situated in the so-called Western Garden

西苑, within the Forbidden City 紫禁城on the west side of the Tai-ye chi

太液池. In contrast, Wang Pu-zi 王瑛子and Wang Jian-ying 王剣英have

produced ａ new theory in recent years claiming that the Ｙａｎ･wang fu was

located within the Yuan greater palace grounds 大内宮城on the eastern

side of the Tai-ye chi. The two positions have been disputed ever since.

　　

In this articleｌ consider the location of the Yan-wang fu firston the

basis of the historical records contained in the Ming tai-zu shi有明太祖賓録

and the relevant accounts recorded by diplomatic missions from Koryo 高

麗. Based on these records l have been able to confirm that the Yan-wang

fu was situated within the walls 蕭賠of the Yuan imperial palace, and that

theべiVang fu gong cheng 王府宮城was situated on the eastern side of the

Tai-ye chi within the greater palace grounds.

　　

ｌ ｎｅχtconsidered the relationship between the process of construction

of the Yan-wang fu and the bestowal to Zhu Ti of the Bei ping territory.

According to my findings, the especially generous treatment of Prince Yan

Zhu Ti in terms of bestowal of land by the emperor Hong-wu as described

in the third edition of the Ｔａｉ-ｚｕShi一臨 太祖賓録, which was revised in

the Yong le period, cannot be recognized as historically accurate. l have

also made clear that the three princes, Qin-wang秦王, Jin-wang晋王，

and Yan-wang燕王, were each given nearly identical treatment in terms
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of allotment of lands and their enfeoffments. l hypothesize that the
fact

that the Yuan palace was used for the Yan-wang fu was
because ofａ fiscal

decision to use utmost restraintin holding public works construction toａ

minimum, and resultedin the dual construction of a revamped palace 王城

created out of Yuan greater palace grounds on the eastern side of the

Ｔａｉ･yechi and the use of the walls of the Yuan imperial palace as the

outer wall without the construction of ａ moat.

ON JIANG SHI 姜詩：THETRANSFORMATION OF

　　　　

THE TALE OF ＡBANISHED WIFE

OSAWA Akihiro

　　

The tale of filial piety known as “Ａ Spurting Spring of Dancing

Carp”湧泉躍鯉that appears in the Ｔｖａｅｎtｙ-ＦｏｕｒＴａｌｅｓｏｆ ＦｉｌｉａｌＰｉｅり

二十四孝and elsewhere recounts the story of the filial son Jiang Shi 姜詩

and his aged mother, and how Jiang Shi's wife Mrs. Pang JS氏cared filially

for her mother-in-law even though she had been driven from her home.

The denouement of “ａ spurting spring of dancing carp”is unusual,

however, in that it is the result of the filial care　provided by the wife,

Mrs. Pang. By way of contrast, all that Jiang Shi could claim to have

done was simply to have abandoned his wife due to his mother's thirst ａ岫

nothing more.　　Tracing the content of “A Spurting Spring of Dancing

Carp”, one learns that the wife's filial care has been denigrated and there

has been ａ move to rewrite the tale of the wife as filial mate into ａ story

of the son's filial piety. It appears that two distinct types of tales, that of

the miracle of carp appearing in ａ spring, which was originally seen in the

tale of “Shi-you's filial piety''士遊孝淳found in the £）ｏｎｇ-ｇｕａｎ　ｈａｎ-ii東観

漢記, the Ｓｈｕi-jing　ｚｈｕ水経注, and the Ｈｕａ-ｙａｎｇｓｕｏ辿i華陽國志, and

that of the tormented wife driven from her home, as seen　in the tale of

“Pang who was filial to her mother-in-law” 謳行孝姑（alsｏ in the Ｈｕａ-ｙａｎｇ

ｇｕｏｚｈt).were transmitted separately. It also appears that they were joined

later in the “Tales of Virtuous Ｗｏｍｅｎ” 列女傅in the Hiｓtｏりｏｆ　the
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